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研究ノ トii

盟査定的判童話のま霊棋法理について(1 ) 
投資取引をめぐる我が回裁判-:)i(を素材 hして
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I見守:(こ?っけるセールスト」ク、 ~r~(tヮ1("はここまで許されるのか 健全会白

t1説争を促進するもrっと、て l 可icれる交i乱、」と l不当初議」との根dyさはど

こごょうされるのv。かかる問題は、計出、2セ ルスト クの違い2いう沼占か

ら不当初誘規制ω ーっこ J て議論さ乱、あるいは、支持汎程を規律する j主J~ と
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1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

して;足口月託手ぜの在感も見ているハ さらによi持、 f土資耳切iを包L故判例の でj色

jミ刊 j京員iJ;0{~::;: 日を年均、字;以こ行ける村いすもぜ;がりをcFせvcv 、るーヰ枯 l立、Jé

叫かよう公不当勧読料tラド爆発:f~ に増λ問認となっ ι し 3 る投資収引を巡る裁判l

1:Y~において、点 1I戸義務、 i自 f、性不目i のみならず、 I [i;，f定的判附の提供ー iJ:JJJi，，){

jト;成さ:lLつつあるこしを明らかにす平ものである J

kbf疋ザ」判断のなイR と:土、最大公約以前に行えば l ィ、 níf実♀事J~Étに測して陸TX
uγL宇l酎{合問f!'することーむあり、昔、ょっな態坊による現約前Iltl[1への勧ι芳:ょ

~，'I~;?'; 商品，，':li去384長2辺、保険業J左京)(】条 lJ良 7 勺、商品取!);p日去~11 条 1 ぜ、

ヰ了疋間取引 l九%条 1j支2号、ィ、.'T}]J:;:::f1'天己共同事業主てヲi条 1;f:等のいわ'ltる「2E

法ーによっ vごれIU4，定がl主けられ〈向いるのよならず、 l'iKI2千七円出費者契約法

)/1'1じより iTiJi去4条1::ll 2口、 ド成、d年 (7)金制 :tr~ I'i~: 41:;:先払改 L:?よtj!II;;-土4条

にそれぞれL\;事責~t-机定 拍者はa~w行為法、の特別として窓也去/;，(7)取汀i

を、花予は司、民七九法J汁'l F: U 土 L て才'~"4:;:N1陀の効果を充生 tr しめる が設l了

らオしたと三ろである

〔か ながら、半告が前稿にt3¥'lて怜"す!とところによれば、これらえ事

司~を;泣け r~i:~j望者契約ιJ、シ全日1商品販':;'Cì:.!、においごは、その~，!:i;lおかぴ尽考

持式;こ打し aて f~)主があわ、それか刊「丈己的判明;の担 ittw，¥Eにね現していοところ

じあったい寸なわ民、法黄者契約u、守口、においには、 P1iJ、による取消ほのi，1り
という私法 l の権ぷり主L蒋の設定は、 1古 '(-I~♀・交接 }J等において事業主に Jt，;，'C 

相対的し 53守にあゐii'.!ttfi，:、事故的にそkJ約司係から計脱するこ kをロJ二;@r-9

る、l消主主主的改済 ぴJt占有かり!日今的対1lC耳，eil())f，n芋j"1ft.. (まされてUミるー
にれ:二対仁、金敬jn-j:d，阪jιJ、守1.1、にお¥，'"Cは、 l'lによるほ利義務問係のfl出が

市場B~ }J :I 話的行動 l いかな己民主喜子技1"γかと しう法;。 Erふ「シセ/テ rブイサ

ワぴ)仮出 rイナして )3:-!司法主 ω私立!の握手j菜子治関係の主:JHi(土、投資家の

弘、守と 1 、う汁山以づ子;f:巨体的iJ，'f干にJ-( ð るもの -r'~; をく、市場全体グ);f'iJi' 形

出i71取う ;fi-i.Lは、 沼市取う iりJL175び凶1111投資に係る事去のm古11;こ問 aるけ、
弁その 部を改7ごする法律 t平成2lc;;-fr許ぞれ71号j の位行によ〕、公布:] (平

成21 年 7 月。:1)か~~) 1 .1下りケ月以:":に同訂，r¥X:jLIVi-U、Jて海外た初日、か守1，合され、
l商品先物取り|法 I)ニf花、交史されることとなってし ιるυ

三剤耐 l市場秩:[，と泊費者以薫 断ι(10判断のう是i~t i_ム f~ をめ f る斗、悲のねじ

れ:I '，~-- (7 宅 ιBU)ょう--92S-i} ~201 り年

~Lì:j、 ('::1 U . ~92) 293 124[，1 



白1)1'，';'':，ノ

成、 t 1，巨体的にはは資r!J!昔の官民 以資市場の8の己主苔を阿とこ，I--(.こ ζり縞

IZとして別々の取ヲワ)公L さを実現 tるーことをち企出したものとな勺ているー

がようにそれぞれ消費者保護と市J湯秩1;という異去った思想をすu、斗"'， "町、胎
してい丈ここり、市場校降:tt.:(.: Lてのた破出j 品販売法;コ肖賢官室 í~去の 525ヵ J2:

さ庁、されω?汚で同iJ.、何2月九[8年改正が陥されたこ〉】こよ 1)、，，:，su、のげ定的平Ij断
の!:(:jト想定的桝釈をめぐっては、 y消肖費i釘H伝王Eとにぷるtがr:

t 判1:け7 とグの)，'つJの:苅r司1 主笠主 fや;ト~t カかX に l問河，るL かとし う ~J司J司月詞が守ち :lJUi るニととなる

'1"t:引 Fおしては、これら旧安芸保~W ~: Tt，'ij引で干の一つの ~，~fO) :jf1R河貨の中

にキ止しごいと断定J匂ミド[附の提悦規定的了，'1木J匂肝相、主主平内定立にIfJけて、我が

rt，~ (/)裁干'IWを主材こし 之さりなる昔、ii~ を品告すものとヲるハ裁判例を検討の Ir ，、

とす A V とlJえのHl Iよる。第一J、判例仁おいては、 ヒ百i!.t(11，責任組ノこが

ii'~'U. ;' られる見付rJより、禁法!の断定的判貯の従供。〕tt止組定に違反 L/行為が

いか"-~ご民亨王任を情出ずるかレいう jf;;"C 司論の芯粍をR，ごおり、かっ、 r.

伴l目提{芋グ)様々な展I討を屈でいるとごろである}弘、 )こ、平成18年の令制斉AL

E元売γ、己主止におけぷ判'i--，三l'I';fll附の提供告!:，i:の$li設は、それら刊例の勤河合踏ま

えたものであるとすゐのが"長担当昔の見解とある〉ころ、その判 ~f:Ji)、埋の

r， 付二的f戸1沢恭竿 l土iL~ft: :，~告によって|ノオに明りか l されていない 3 よコて、

本収は裁1=11例を玉村とすて、え下 k、断定jlJ判断的提供， ;}、埠」とE子ぴ付るも

のがf;Jf'i:Jd、理と lて正成されつリあることを明らカ;二 L、消費省契約法、 J三日h

時lV 販ゾしイj、 l の千~R，'Ji規定の î'};:*~丑日の 肋レす4J二王をけ的〉する μ

以トでは、まに出「だffJlUtF'(j)提供 1=1現ずるこ zーまでの議論t;\ iYl~を一間拘第

一章j 、 ~Wé\，、て、裁汁例の紹介をお第二重量んてれら干:j 例の刊誌;十l 紘みσ ，[;

山お t乙、J;)志';-と素手の具体O"jな基準的山手l'Tt，\第三重撃し附にぜ~fll婦の記↑共 I i-t 
If をうう析すとことしする

え:生diot任「金融商品販 ial、乃c，tτの概要」金υ、17'i9号 (20061f，);j;)頁、同「金
融尚l守IQJK売伝的ci;z止J有宇1'i幻号(ワl戸川午) ::LG {絞校尾直治編昌 1八前向
品~/~ [法 [~;Þf:、政パJ イ?の解説ヴIlml ゴ官事法務318号京事法務 2008 -0=.) 9'1 

江川、τ:11 収、松尾市序l首終=池田和 11 著「巡条引f~、~t司令市噴恥71出先úL; 全議

財政事前11究会・ 2006イ1'-.1 16H--!。
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1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

断ノJ::::Y~ 判断し )j是供は、 l況に討、、えた市りよそ/jJ:rt千里に問する!円小規定を有 Lζ い

るにもかかわ九デ、北明三宅務、迎千汁工原仁IJにFこサみと、 ;うfに議論が為されて

、もるとは d~'\~Ií" Y \"そこで、本章では、判例iJ、 rr;:_Cr) Jミ J"ピコ検g~- ': 入る目引、そ

の準備的作業と I~T 、そもそも断定的判ti l1i寸〉右足 j'lc とは句かという定説i お;: C.F;:ft 

i立合確認するといっ 1:(，1)0)下 酎['，:二lYJ判断の徒叫に閃←94-れ王との議論状州

これまでの議論状況章第

&百F，.，"，_ 
と 'J'q ;'~ 

H 臨i去・食融商品取引法学かうの提震

'， 1 :附定的判断。、従供にワ官、ては、ンi'j費者)3約法、金融問品版売iti-~.J+~事完↓定

が設け Lつれるよりはるか以刊:、"~券取引法 (~1; '<、て、出~'i'J円な判析を ~it， 官、し

て部券1St:!互の勧立を品寸ょとを竺ょ:寸る t~I氾が1:;土けら1して v たよとから、 'J定

資日誘主の責任」という議 i，¥~C;、尚氏 証主-取引ら:ミ f令問恰llJ取引it;半苔に

よる治gJi，;i'{らされてき ι
，'2': ~;:悶柑 lTi取引決:38':;是?号は、え券会社を始めとする主的杭 l日I取 '0:-;;;己認また

はその役員も〕くは使用人f手、 If~ff客:こ対し、ィ、確大_ ;j~-1引自についに出l定 ÎJ;) 千 IJ

|併を f;~~tf: !j Jて l合同窓111収ヲl契約(})締結の効訴」丈 lてはならないと iEめる

if.'l0泣ιのぜJ呆1:L '(lt，昔日tiは設:j-;:)れTJ;んす、 iJ、全韮)えを川市レ Lてq-J

5ゥ，1j以内のき主将の全部または 訟のfケ 11 等~ :fr~-，t られ政処J!jずはJ象とな

毛 U)2呆1J日6，)-)υ 
うtうな附詰[ドj汁析のも工1長ジ〉主主筑詰vJjミヤノu['-~ '，-二めたのは、町五UeO(I.c¥::一市

券取引ふり第5U-X~であっ作土 l i7j~:( J.::!土、 l昭和?い7年代前 l'vこ株式ブ ムが訪れ

~;(引半、刀、i曽大し七いたところ、 iiFl 干1130千代後 i い人りげ、河に|主りが見え始めた

のと軌弁 に，(、，，.券会干!と碩存との問じ)トッブルおよび日祥事故の73キが

4 治:10朱:.:;bl，-，て次の土うにだめるハ

I~止券会1'i x:.はその役員-:tしくは告同人l工、次に掲げる行為をしてはな f，な、八

Sîi 1号 HiI向社長。〉売買その他の.l:{づ|にi羽.iJ~~、株式その他{内格の変主Ud る千1

1円円lE;)ふについて i匹併が股貴しλは下活ヲるごとの断定内干すIJI剖をJ是イihLC FノJ 芳
jる行為」

12~OI ~Lì:j、 (.::lU'~91)2g



白1)1'_';'':，ノ

シ、なか九ず札られωようになり、え券業悼のおftiの向!ないしは証券会粁のイネ

質成干与をむうべきことがt:日摘され、んえ止へこ yった亡され ζ 卜いえι は、
証券会社をそ?録制小向免許申へとほめると lt(こ大市巨大同による除雪珪I1命令を

J本i')人れるなどの五督規 "-S O) 枚惜~ghftか行い、さらに;'，ii?，抗日条手品fr¥i::./1::" 

112相「相伝二i時、菜So来(J.r[1J: 157条)において、証券取引に悶 tる不正ii-/)の

性的全 l 規定が置かれていたカへこれらグ〕苅'てはほ柏町J で、いわゆる l何

人もJ!足氾であること、三九二 lμj 条は IflJ 事罰でに1~? わるものである二とか九

(197条 2 話、現行197条 l 現日~;'!、 当i'BJμ、ノ丘二十二:子主の白からj:gnJが』常;'1*1洗

エされてし hと そのため、証券会社 r 碩￥と内需c比較 l可トラプ lレと1;;.ること
の多か 1 た行為を叫に1;~ i; _:げ、行政的にJ!， 制 d ることこじたのが、引r~~的判

断(l)続1JUt;l:!こを台も 手~;: '.1 J 為」やどめる第;i()条であ》だに

ゴlこのだ、止対l7t:が泣けられλh三宅|号、阿条違反の阜、担、!の効長については、否

j:'， I'I~ な兄，うかおかった仇う rある 0 ，; '[7~ え l工、証券外;D5 ~ jJ~'1日J条違fえの引j請を

与して喫約締結を為さ Lめた砧fT、行政処分と Lての外務只骨録取消が行われ

" ~，J I可'1新cJ出 帆最支庁証Y;U~J liK~ ¥ 商事法務'!:I];究会 2UC!1-il'.i 9丸、

jliJ本 日l~ -----k，:il;日泰rn~ 主融有ュ日立す j)、 5'!~ 本国(布斐溺')以l8 .fすて) 9頁、近藤{;

男 TT原有I)，，=;;gm悦日1:li合的自lTl取ヨ法人内J出串法務・ 2明JD年:111 ~ :+~:理
:~'~58J:; ;こ五いて次のようにだめるυ

'M八(，t:の各 ;-;-(l)-~ 一軒JLTるじ為者，(はならない}
みl号 付{片言止〆ぜの売立五与の旭川氏づ|について、小豆の「段、計百又は技巧ゃ

なヂこし

;A<; 2号 右側面ぷ円売頁その他グ)f(-:!Iについし重主仕事項iうい L民主fおの表

小刀あ:)、込(ま誤解を止ィF しめないために必要な重要な:þ売れ j~>J~ -t叫;けてい

る主主そり -?J~(/)表7FY しようして令長その他の肘主主イト取得すること

二}:3寄 付{内静誌の完~その l也の ~{:!I~Í^訪づする口 B'~ をJJC 、虚偽の相場合1 ':
肘ずるこ νj

E 弘法制i日I究会編じた条解説l':;{nj¥eづ!法， (商事法務研究会ー:00G干).-10G-n、

耳中誠 =端iJi::! r=再2訂):--，/'ンタール正券取ヮ|社、 l引177fl雰 19同年);，1:-_; 

只、/'["1;.:郎 河 iZJ監修了 J 訂 1阪]巡条解説~，，;: d.Í-~ぇリ :it， (商事件、務 2(l(18イ1'.)

日日;頁参~ç，

，三赤~x.iJ1;:主州|究会「証券取3法の改正に勺¥，;-c 1 インベス rメー/ト 18主宰4号
(l9G!j年 93---97月1、と hわけ河五 五;敦子昔、五t:.Jr布教2f、大同;ifT 郎教授の
た百季開J

12~l LiJ:Gl :j・:290)2Sつ



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

何」Jに21ぎず}、取給J、対1違反があ Jても丘hlこ荘、ぃ!の効力いは影響を及ぼ

さないのとあり、認約を出設にすることは かえって投資さ保護f ならな、ミ

と述、bれていると F 乃むあった

Lかながλ、 その降、汗与穴片的開'j';("~ }j"'-9" ?d:~ど京在h誘規制Jに羽わる読み

取引μl および関係ノ市令守の;:r:z .hi'I:~J 況は、「 校証券投資ずu しての煎-g~の 1果話

を目的と:十るものであり、かつ、かかる法荒違反行為は1詞例隠等円引益を信士

寸る h のであるから、 J'~山件があるものと'""C ，不11、f為にどづく絹拝除償債

権発I1の根拠をな"fJJ'という ι解干、「互主主司'1ラ1I在日立τド違反1るぷつなk力説
f J'1:.1については、証券業計のj民事責任を芯めるべきであるといえよう。民法目的

条で了いえば、法法性n要何 ~;;;:SO 染j毛皮をもってまた、 J持 '(ìに，ては司 -=::.:i;) 制

機関の土足HリJ一連!えすることをも)-( rJ.H8で怠るといわメるやえないごあの"

として、民総{去就マ主反であるこ v をもって直ちに小法行為法|の違法註要itを

ゴじとずいする Qf~17)"方之さ札るこい ν なった"

二れらに対し、校資者f"M~委を前u に事Iíし所 L 、 IUJ iJt;~ を解釈すること l士、自|

永1i( 51i主が、~正 'H 2:z ネ l て川fi'，川有宏証券Tt~'~j : ，~- 1;;討する首と有宏証券Tt~'~jJ乏

h':'>-:) いての行政"fi~1壬を fそう穴蔵大?その 1也の河家機関いの河内l'J、î:i!:羽係{行

政法門関係;を規W>r;;:， 1-j IF工法規であるというi壬{宇ぴ〉本X，j十i-'0l"~を F正月ら什

るものであるとし守、 1';';': 寄 n~ づiìJ、 k の;~，~ ;"~を -;:!， il、卜の効力者;ととdノ恨fととするこ

とについて厳しい主i:tljもおされずい之ム3" iJ.よつなげ坊におい.c:三 ， i日々 0)

投資家の財lifで間半1I主主ー;之、「た正、 IIJi甘な但也証券取引 [j";;詰が7ー現されるこ k

(，= t ;:反射此('=JI L~民主される にすぎ寸、百Oj!l，(づ1I去!iI t Gi:J:t:'~，こ そのff

7農をれがJな」ミしiL?ょとしているものごはな"ミ」とσ厳いな公私i可)]'、論が採られ

リなお、 KII 券外務員。Ji去E白地 iす討小び ~wIノらによる不j買切勧誘に係る手伝会中h!)

法(I'~J~-千去について、 IP崎町!j r余日間以守C^'ヮIi!、の~1l問題ι(判例タノイムス七 三()(}l

~:l 2S0日以卜会問。

'1 -，正寺中、引は研究会・ eHle注l凶9，1頁

iやl'崎";，'r!J::;l'証券会祉の投資れI誌の規制 J イー/ベストメシ>~()巻イ号:1 ~16'ì年 J

29貝 U

森岡工戸「訂正 3~ t~: -iiのタt資FJJ誌ト (/j義務j 出Re'liU'長=森耳立=長ノ，f':iu::/有「内

半 白日"椛泥沼・ 1ょ ft企装レチゴ甘tti~:::1ý C) d、埋有五:悶. 1991 ;;-") ~G3h 

j 神i→秀樹恰符・野村きと券投式之社法務市 川村守山、編「注可マJ王券取引i"，d自
等間・ 1557イ:'，)586円以 l辺関r

~Lì:j、 (.::lU'~89)2(\9 12021 
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てい」J この}き、断定的判断の提供会止況定がli:ttリ Jれ乙点絞;立、「何'riヰ;諸

fさしつ子十討を附定的 I"IJ1析としてÍìi， f弐する ír~;訪れ 7' が、「示VIIIリ的}こ包格形成の公

{を岩 jるがそれがあると考え bわるため l とするいチイEわ丸、有1""三券巾 j告

におし、て li主忙な需給絞jf?に tる公忙な暗飾形成ード為される去のlは 'N:説

家が呉基いての手IJ需をjI'>Rしつ.'-)1J1"ii合う tし1ハ i邑程国い亡、多校な投資判

断が集後 4 ることが重:J;:- であ i ゐところ、:lJi定的刊i6fのな洪全 11 校定ク)i~H冒と

は、 l 投資家のf千立かっ戸 111 な投資料J断によら令~ ~ ，安易なす支ih"丸山や可及的

('-~ :t;と:;;j:?J し、刀つ 投資fU断的多斗t上をf確保するこLJ あることとなる J

これは、投資不保認〉いう 見そのi..::しさを疑う余地のない旬値判析に某つ

手、 611もんは引!去 の折"k~恥判断グ)Ti'f供れ IU4，'":北:を、十世資家ク) ~I 烹古j 刊訴。私内

保護のため('-~FH ::Jz逆 Jt~ すゐ)とは、投資まが: 1身の判析によらず(安易な投資

判断、H二、i:.: ~， ， ")モラルハヂ ドが起きることにより、什公的に過剰rz資が為
さ札、百給の波止品、均衡をみない ν いう浄能を引き起こす氏険を手f入れると

のtFrtl企を為寸ものごあるむごのようなず場か lヮ l士、百円~:市;，IJ 断の提供のが，;1別

々ュとは、まえに1)ような有伝証券古域計体;二J?_}i--.が生じること令:;jjぐためf1】i

"れごいる〉呼 Jれるこシ 2なる、そ L亡、;ー券取引いi、じおいぐは、かよう

な有佳証券iiT坊の歪ιを防IIL>'主止↑凶柊が維持される)と L よって反刻的に投

資家九I三告をい1 る(こ:~'&2f-J、J走資家保護を直接のil、誌として「μ?と、およ乙寸断定rn千IJ
|併 σ)f;~~tf:封 ~;'E丈削J釈することは、 l:liêモラ)~，-'、斗-:':-'による市場のi-lみや産み

印字国Tiなりかねないトいう危険につき存主主を鳴ら Fものであゐ門戸堺でき

る

以トUコ考え方グ)仕送(よ、断ノヒポJ判断のJ是侠の禁:二況だ返!えの討;"Jjf :為が、在、

?と!ので方々 や発'1さセるかという貝体的問山手謝つつ、その:'H1tと仁て、そ

もそも正券取引d、のド的少は何かtこっV ての論I討の立鴻bよぴILHtの'生還を iメ

~， iうる~鮮は、 l 投資市場内古攻 J • It'7.:，-~it.;品。〉街灯改善，こそをjj'1I:，?y収

ワ|社、ジ〉摂討に;:1;':;ズるものであり、》れらのh~I0 ζl 投斉家ihti要 l と l ミうり、 I}:;{，寸

伯tlJ掛この緊張関係の干Fすが看過できなし刊のであるここ喜三Lている この

'J史資者保設，" は資，hJ昔の官民 慌の己主苦J Iいう二つの緊':R司係の問題
が、兄事上ι 〉快「定的 ι 断の 1f':J~規足ι') I~ヰ川おぶぴ民事情 EE法理と LC判断定的

jJJ白川).!IL1jJ; i去域的形E立・よ牛4J:こあ 7二円、も I"Jぷにすら Jl~れる:とにワいては、

指私・前f'i，;j;五1:2におしと論じたとこうであり、特JこM引.929i}~撃 ri~~η

r2.~3 LiJ:Gl :j・:2(8)2~:.\S 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

i時L'Cいる三

41かような証券取3伝の目的論乞し寸長礎r:;;t論的考察を背0，とし1取締1支規
違反の，辺、卜の~'J.:})白 i'-干 1";8かb論じるアゾuーヂとは引に、外fiW。研究ある

v、;ょ設が:'Iu)tll別検jt存通じて、断定的事l川のも引共栄11--ij~ノ迂i主反の刊誌行為;二

上って生tゐ民苧貝{との只私的なiLJヲ椛JJZを考討する研究も吊れてきた ltj 間

え;二、剖 Z戸枝J白勧誘;二、 l 副 ~ý(!)恥次委託長し ι し売買とし ι う契約をめぐる副，，'

会干!と投資手?の棲触のーコマ:こはかなら与:tミ」のーでiあるから、かかる 製品:';的

特配的軒質~:ド1: I~ て契約責任のありんを主える」ほろが、全法違反やプ'i 正行為

責任発生のi皐は刊グ】根組なしミ Lfli1之とナるよりもなじも，'-::L 久長i~~r0責任f育成

主模索ヲる問先や"、再KII 券取引の，)スクに lおじた~;~;:t叩Ijjつを fi い、 それとり|場

)'':':で、町r~，;~I'f';)判 H告の提fH- J ?九!よる不仕汁i0グ〉成什を検.tするものなどが見ら

れる氏。ま件、説話会社従業員i よるヂ守ごと勧誘が凸3れた場介に、-s~j:勧誘

によ》ご訪日 l されとそ託梨約の効力を有効とし三がら、 ~lk ノらで îi)J ~五千 J おの連法

性を認定!ィ、i1、'Ij為に芯づく1"害時憤女1十を認めるごとの、しわゆる 詐1内 λ

日 の間短についても半くから恥阿古弔えれて1ミた d

}証券取り1;.よれ I1U弘前そのものについ ιは、告しあたり岸日雅雄=;r王国章=

近J:;;)':; 男編サ崎山!'!~先牛 i足陸nl.念室長認券取引氏 刊 ji1 と子;':~.~ (問

事法務研冗;会 ~ 99~) ~;;.) 1 民 [1吋I.1J11基)、 !村達ゾJC j支訳者九13会問念の再検

"S' : 1 己責任尿剤の成止恨~-'i~.] 阜 Ilt法学論~A:~ 号けり8:'年貰参照

出司王1ylj出 i{去p]:うT11三;'ji~::_ {~.lf{ ~ : ;:去に|生寸る故近の判例Jの動;ロ]州沿 l 断定B~'

判断のと是叫による投資計，;1:;':1 ;':7::.] -{シペストメント日りき4口、l!:J9'l年)28司、
初送5守;:D9i/I'.! 9.3fJ.-[.111凌昇防f 岸田森田近点編;、1特{村引 18.8
L大相iF~-ど J 参照。

111、友信「証券会仕の投'立的訪: fi~出詑 判1
'
1守山川編「山本山|ゅ:上最恰

日己念マヨH手取引法大ノず、 (mJ事法務1i)i"冗会・ 1986γ)3-10 円以 l、|じl 芭ドイツ

における訳者)4'~資 Jイ況下要。， 村同 ¥2 完)J インベス l'/，ント引きいり ~1982

f: } 37民主主u百 七三 L、投炉、νIg量規制として具体此に夜討されているのは、:ì~

二i取引し適合性 J阜i)1Jでまり、出rrj主的半11防の北川の禁止ではない
キsヰ;1純 lE正j)(業fi-i))不法行為責任 :1:11和天崎「裁 1日実務停系16--1:、法釘為
」、訴訟2，.! 901牛) 4:)~: 吋1 乞

n おj-~\ 郎正 'jj ・世 1~1';; }fX 引(ij不三~H)J議 ζ不1と行為P:'tI: J 品川、 115ほか縞「亡

'1'1;克日目先笠暦ロ己念
E 作事け、の解釈c::]l(~，~ U-f斐I器・ 1%'1イ1'1約7"8。また、

民法学lおけるc"l'ii山矛盾論については、問えl王、民111呂iE編 l取引羽{，，!，:μおl了

~Lì:j、 (.::lU'~87)2(q 12J~1 
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(二)民浪学における応答

: l'弐yJJ了にお ~jる断定I'V;'Pj 析の滝Olに閉する研究iz，大}jiJ-Jるとみ;グ):1つ(こ

)}'類することが可能℃ある p

第..(，こ、社'j'i:f{fI裂約以立法的iこL己較的多くは l、れた、全えの，[，自白h 定義芋】ニ

ハさ桝討を為すもの℃ある断定的判断的抗 Hf~; 之、ィ、三更;;;' ~LIベJ 不利益事実不

氏tpiこよ1すると 11，i"iからほ 1") i-.!-Yられることがあまりない中、忠弘ノ己 ~j守ぉ断のJ是

↑其}それら 2顎型と(."~土、:ての工うな設的沼速があ ο2 のお怖を為すものカあ

ずなわち、不支苫先」および不利訴す;元不告飢:二、'['[己批定の主主礎と主:る

事守主(情ぷ)Uj表明J である U);こ対し丸、皆「ぷ白む判断(/)抗11、;手、 l自r-.I.ijじ己Uj

革;~誌となる;干価の表明 である点で占有 l土 l 呉なゐもので.3~: i'}、l主計は↑肯

Hl倍差にかかわり、 f走者以交i!}<-; J倍差にかかわる ものごあるから、町内l行Jご

いえば、{主計~.t. 司較の掠l''閉する氏事ル ル』ど呼ぶ，~↑出しなしつのであ

打、ごれりを|可 視すべきじないとの柄引lごあるコ司慌に、誤認鉛刊を l事

実に関するぷμ~:t:芯 i了t， と:"'，'同lfご間ヲるぷ[;，r.志起行為」とに治分[、 l判問IJ

主と令 il~定的判断の提供によ令取ャj!j ル ルl士、;えのような性伝を行 Lごいと b

cつ北\宵がおされてい ο2::' すなわち、半実;こ関する ;~~~_t:~ i;7: t~ht} ~ついては、 I~リ

ヴ

し~ ， 

る違法-1J' J.:} (:その出向処;，~ """"':tJ史宵-;:;Ji:合論fいえ戸、かり出(有型渇・， (~(~6 牛 1

2与出ハ
り o:jえは、 111ムコ l行j費者相し法 2c-一契約おi市ji6¥t~:. (1) }Q 13. Jμ 数243りロ似00

~:l 91円、松本↑日計 ;'i~~~省認約はと奨約約五週41;二悶する Ü.;事ルーノ1 J ひろ

ば53巻1Pj'(ぶ)(l(l午:11頁、池本誠司「小実、乃告主:;c [Hr定Lソ判断の従供J ;)、七
ミ 54~1号(つ以J(ì下ì 19民、!佐波人 目l;「ぷ当判語、 とくに判定的'jリ断。〉担仇の

fて11::ニワいて;f.l{;:云625号 ¥2003ザ:，CR、宮 H歩 u消費者保護と私法理L布

もら17先物取引とアフンヰャ fス契約や素材として (1百 不 2川附三三'1 41出等

主主問。ま j~: ~:7 ，{jj: 商品叔売法改正院に公子リ弐れずものとして、例てば、 Yヘー光侍

「主設内訂正7引，J、巾dにおける 厄台性 O))tr: 日 I;，n ヤ g7JL山判断しつも1~ 'fJ、寺(1)禁止」

J;検討 J 公民 181 :3号 19~-等義肢 1

ゴl潮見出りJI l!:"kh'l、の視山かレづ見た 1泊費在契約il、巳 ~V以 íl、 7) らの摂YfX'，o

と比較法ヘの弓c{言九」民位 lおぞき f 日ブ ~2()(日:4-'-) 64お貝、 i-~;見仕男編r 可l'f

費者契約件、・，~融商品販売日、(~~融取引 叶壬i;h::ごi}研究会・ヰ仰l).1'→}初完[棋
見i工男J
己 ilJ:&敬一 l消費占契約法ク)意義と民法の認出 1~cæl つ3巻 f ひ号 (2001イ;，)

r2.~;) LiJ:Gl :j・:2BG)2~:.\ (i 
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i足}なり亡し ζ 'j:f'丈:が違 ， -c いれば、それを IT fJ主に:ræ.~'}L l-::こ乃合、その縞

IZおこ4ごわれ毛利川di不治当なものにならざるをえな t; J ノ;句「事実につ、ミて

は広文に反1 ること/~'-;:'J'げとはとE らないと l 、う要誌が強〈働く (7) :こ土，;-:、''1'11

|ぽ J土 不束、各人の責11でおこなう¥きものであるーから、 l布 r)in~ri~ っか

判断を iH:11~ i__たとしとも、それを鵜ζトみいするのではなく、みずから予'J-:.を正

法に理解し、それいもとっし ιて主体的に判:lJi'jべき ことがlp:、民1]とされるとこ

ろ、 l事業村と泊費者とのあいだに判断力の栴Jtカ常造的に存叫することにか

んがみて」、「伝法のJJえんをそのかぎりてや伶1卜J Cどのであり その意味で、

附足的判i附ぴ-)+:JHJlに4る取i"ノ〆 Yン:二、「消費者一%がJに悶ヂる待日lJi去として?と

晋つ i.~る F とがじ詐る J こ守るー〉このふうに、 r-4事実 j グ)j同たるh実行).:~ . 

不利f従事実不岳まc(:-Pl':てドJ心Li:':g判|析のJ是イ!~ ~止 l 汗 fー::u なし判糾」の B-I対

ごあり両者;こは恨本的相述がある、;のmti司が見られるじころであっ F

第 l、|軒{立川斗刊のfi'tdJ';:っき:0: 1設に百及するものではないが、!町民J~ の

J、的性~に ï，りる己主耐と〆亡の女約締結;.. 0)過与え責任論や、効果lriì /.J ~IヮのJ喜一r告

と〔て不在蛙宗{斉tIUi:i:~する議論が関山tA ところにある にだL、二れらは

日正;独自の|Hj題担ぬとして陸、"を泣てお 11、1，1隠山;の九断定的宇'1，IJiの提供;

|写して別イ'1乏からのえをふてる附究と言え、別I-';;:三日s'j'IjIIJi幻視('11に勺いての古れ、
l'J<:な辛祭は見交げられな ν、c

u 

オコ に、新たな問主i向，占を形成 l つつある投資収引における不当初場的出也

を杭討ずる甲で、説明義才ちゃi生合悦j点目Uエ並べ f、j主i)、なfJ:lj額引、主主山な勧

E今有E慌の っとして、町疋的 'J 品れ功，li~tl~~ を採りーげて検刊をり1 えるちのがあ

S['1頁}

幻司副iのi単打、 :1:本救援のかようノごとえば、民法(債権伝ぇ;検討委民公
の l 方針 J に強く以 I:ll~ 2-わているべ民法 I，-ft注Jム¥ 1 :z Ll_)-~~引委民会制 '1青権仏

己主!この基本 h，~~ O:;:j III ;¥B1.126-¥=3川、i歯車2長簿.2U09年) .')4只以ムレj/E~員会

栴 r詳解i青佐，Jこ士ifの士t-本万引 iジ詰 総日Ij，有宇J、務・ 2009-¥f.)lei0玄rノl、
およヴ、 111J¥Jj:Z ---: I契約荒川の法珂1;'民法の域代化 (2・1〈;民間141者;?号 l訂沢市

/~-) 17Sr王寺l開。

--青7;、{台市 1 主 'tfj~J;，-;秀と不iLi為(判例タ fムス村.1 S)S)~-!年・初出 1996主)

イO只および9虫、山正誠一 I[J:ifí-E的判断を含む %)Jð走行為こ ~~1}2:，:-社、/)示法行為

:主lbR杓 1呑 4 士号 (¥9何年 市博頁、朝見↑圭ガ It;::tf耳目1J--: R~)、 J:r;;_~主 I1

Lノl・穴二) 草子手投資を仁"'L、と LT，K防117巻5号、 1J，S巻弓 :3号':~ 998 

~Lì:j、 ('::1 U . ~85) 2;:<:] 12001 
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qiこの涜 の流九は ~-< ~土、り~1'}f{者問題(1):: : 'L、を lJす 日1&，1.:L亡 乃若AR

，b物取引における、いわゆる「存殺し」の手法に日られゐようなれ~f，主主ittb を no

tr寸心、「不当勧誘!の問題と l"，考もそされときたところ。〆生組{~~:~'ý.J:をめぐる

紛争のよ国大によってー〉の転f呪点争月日ズたとい三ヰハすなわち、変領保|攻の紛

争~*は、宇U.! 涜 .il~~校‘うこぷ0hfi結 ;!!j程を足悼するもの 2 しとの民i1、学(ムが:のμ1平

たる，h之、計百~~tの限界事例であったことか~) ~、 51i制点~W~~J)展開\とつなが

り、そh:よ世知伝説明菜に|現らす広く現約事 i和地将一肢の法王平とし1降除去同

た}ころである日 jちんで、翌領保険紛平事業の共ッている佐原、すなわち、「投

資件 c ')人ク iへの対日Rにより、不当初請の問題は持lたな弓苅を迎える F 

たわち、'-1首長勧誘 被7;.---..，(1)式法守(1)1，6援は l勧誘J態1m:こ昔日 Ll:二ぞり他

ー殺の梨;fZj制札l!の問主主へ広カる側耐のλならず、 l投資」とlマペ rt'jI1i，I;(7)件貨に右

日ずるこ〆によりつ支を市場と h:d:;"?J いう主了 λ、な問起源域Jf~r北." ，，~/)川町 Jレ

を告し亡いるエ考えりれ QYo

1j変淵iWJ没粉J争をきそ機として新たなJ;-.j凶を長えた+'<'::9'勧誘杭寄に対するttyj、

子的l心:r!:;;(，よ、当初lよ、変苦E保険cワ三耳索l二、かう、殺1斉γ、ミう1こ!ては説明義務識

に t霊長 1:; してい I 視があるが、~時はこ九にと 1 まりず、デリハテイブわオ

フション取引なと、村々な投資取引矧 ~-i.~:. ごとの考叫が高ねされつつあり、さら l

!;;:救:市J、舟としとも、説r1!-;弐ふたにな:らず肋 j-_-_-;- ::riJ:Îf、 J車 ;\υ宇 l早 n:;、込当Jf{~Iなと

の新たなIL、理の!昔築に向 ;-j 七村j-}jfイ~hノい究につながっといる J

い γ，_Y:ì~i0 ィ)，f~のj克代化巴(;有張関 ?Oii4年):¥9頁以;，';~i'~正)の i:l}メ lH

R、)1:)，:，吉行 l 計百tm品収売:去における ~;í， ~)j義xr， と J荷台 νlJfUH; 専修大 7 法'7

研究I'YT品J要.Kilι法のJ一同地文T (2(λ)0牛) 84 向1等を!!'~\c 

勺" 詐欺につい ζは、;古:三のfJJ議甚だる保論外セ員に r)止同行為」と:t:z C，) 
nx:0:J があ、たこ，.，ヲ認定的経Lさカつきまムーう 錯誤iつしては、受領保121
を常入す;0，~いう;勾しイカんJ果明記レ友不わぬレの不 Jtはなく、万円続税対策の
ために購入したとし、った l武14釘誤 1を州出と正ざるを得な v、。 11)本fiB治 l変
被保険与が:j(j~街 l 養えめぐるわ為見t:j と剤R.i主規門蕊込編ョì1、動ii~字双;t}水

'l's'j枚l子2 市場2迎芯 (法伸文化社・ 20ο7イ1-.)幻只:t;H百

行潮見.-8~:~~ i]て~24，論丈 l土、まさいか小ノ}問題~::8.J主じっき考察をお L/:" ~+-::，~7- ú~ 

業績ヴあるう

2 悶え:工、角山美偲[ .é?備す言祉取引における直行佐原~Ijl '. ::].{古代子乙J

Vイツ取引lげId:、の取引)ifl先物取引能 JJ :t;Jr主か λのん、日空J _Üけ W'II 法学:~;i を 1 iJ 

r2.~7 LiJ:Gl :j・:2B--t.i2tA 
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この仁つな'1'、何定的判断の従供に問Lては 氏'):祝52のn)-j-:t化を見i:-1こ

ろであゐにもかかわらず、その 141想的政策苅税制、法的 ;'t~芝、判 1ぶ恭if: 寺内い

寸れ:にこツいても|同言可司干有すグ幻)氏7

V 、"~砕4しい、状イ況兄にあ。 O イ他由j心J一てで(' 渋ムムー事安どしての断にó'~fリ附のt:tイi主 l土多く氾られ

る少二ろであり、工務哀を中山として、裁判例の民積に土る被害土~!L~ のず己夜、ム、

主Xii守的道具，'，てと 1.--'(引1司法:fillグト!:Wi!が為されてv るところTめるお。

本有"は、以下で裁T':例を民体内に;誌といくこととするが、そことは、断日的

刊断的ft供三 νぺ波合実態がいかなる事業と Lての性百を付したもので主つり、

~~í~ 、 :36新 i 号 (20Ul年; 14 J員、:)'/今!号ぼ山つ午)0]良、 JJI地

止行l投資勧誘に lつける通行性原則1:'¥:2・4乙)J三重大子浸経必集17-:f主2号 (2000

と) 1貝、 臼巻 2 号 i~()()l年) 1 l望、 1<'1 前向注rパ /;:1: 加え出立Jヒ取引の民

事~;-r-~~ (信山十十・ 2003{;'-)、JI:J~ ノ:!;;'行 l デ打、テノワ取引にお lγ ノ、説明 R務と

j巨斉賠償責任:1，.-(4<7;).-1守惇，)、学論立以り つi戸14年)In頁、【)7ち(見附)6平)

7虫、 98号 (2006咋，員、日日号(士以汗下i1 R、村本武よ 1i可'.tr:f1取引にお

ける1壱合性j区別一投資収づ|を素材として」性派出、デ43号 (2G¥し口県) 1G員、ぅ射出

足 「口正器取引における地合什原田I!ごついてJt';タ12:<?号沿007午}同点、ブi
立長「企F占有品1ω 社、におuγる通行性原tiU¥司する告丁の J5肖 J 1吋山たア J入''1

jU住「去::，"1(')今 3.... .;号 ( ~?'iJ(庁主) 6D l頁、村ノド弐i~、 r:J;&合什:;~r:1jど謂存義務一引に

~jI; !lt日 i佼τイ1:; 究31 号 \20C うイ1') 30 点、 1井勝治~， 1)古今村U51~ 1:UJ と勧誘.1 I円;，Lil法

学(吐きど可 (20l凶年)28"/民、 ト恨めくふ 'jそ安取引における情報恨む日義務の

~f， it的構成 旭úY 原片uよ、げ不~!i;';古川J詩却t::;:J 守中」、;一」明治学院五年二法科土

苧院ローレピ ι 9り→(京)OKCI'つ l頁、，1':'if慨「金取尚品のfJz~/é .勧誘ノ〆

ルルしての;比明義務 L 也合引涼 ~'W(，こっ、、て 1 !l;市主付人子反論焦第 5号 l何戸内

+:-':.) 1凡、汁本武占、， ，トゴ針古勧誘:了、ょ'.'県環としての厄~性陣、目，.;i~貨者;去二コ

ス78む (2:;CS年) 1'1"0夜、出水没政与:..'1)パァイゾ出火問題の深J，ti'1 :'~，よけま
宅): NBL引 5~-D19 i;-('2G09 イ".)、 921--925~;- í，201U イ1'.)、王冶然~-J自へ性江川

とfi，iL;fIc:人(↑コ111+ ・:?'()10年j号、続々 とて::，1七される(烹勺てい{)"

お凶作健夫上桁絵日 ィii;---;'?~.icii; 11' 0):帥訪日!取引法ハ i'ブプク巴(ト11、司誌

社 2ω2:f-l 3lFH以下、口本 11-~r善寸て}車fì会出費 i~'間報対議委民会f~: ，令~ls.商

Irl':l ， ~V.~ :被害救l斉の子ヲ之(第:)I{以上 iJ(-'0 i:t-I討究会 2008年ノ lY4点灯、 l、のイHl、

有税 1.';;(1:'むか Lて惜ij，t::'，}れているささR訓'{~間，if，a]T-究会編喜(})干'I 同j集 lz芯取

引被再三比例で J 々ト』グ〉公i"ho、Iミ且l京j了日主上会の ¥-¥'ebザ-']，におじる「消

立話I.，I，-!也判例検索ンステム j 也、LLp:!九¥¥¥¥， .h}Of町 bCl"-.or.jp!hanrC'i/~ の民同など

が見らhるJ

~Lì:j、 ('::1U . ~82) 2((~ 12~t\1 
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.{-L て、 Z れが宇'J削江主f刀惜!，~~\いかなゐ影響を及ぼ Lてい 'o! かに着円して考

九七を1;う、

第二重量 裁判例

第節 分析の視点

検討の対象jずる 投資ヰωIJ ~:!土、 giF{:..同づ1"吋訟としており、 181品先物

取引につし h てiJp社内対象かり外れることと1;;.る ρ 同 TTrJc物取引は後声イ刊が苓

く、てのた的bl;*_!-，n牧f列b(1) ~長積も争いが、そこでは、いわゆる 写設に心 r
と~S"~U' ナi ゐ村、持グ)同議形態があれ、判例は、て九を古~.;是と!て lh休"l'J王 tん

あるいは「 淫 件;乃ヂ法行弘 Clウ構成を採ること i より記事古イ1を写く

ムいう判断枠組与を構築しごいるヘかよろな 1殺しという烹十伐の~い枇請

を椋を前d培とした椛E立が、出ちにそのt!の校資l!'V_ヮ1:これl、1も長15Jるものと

はさえ1弘く、これらのtlJ'，; " 1"， I守に取り被うことは地切でな，，と老える 3<) よっ
て、今lel:Ji己証券取Y:f)、の射止する祉券Et資の取引に限定 tることに c，:.1)、
ま言は HJ法 l、におけο断足R~'j 川;提供法 EttJ.c勺凶疋を本格灯車、l 程どしたいらとこ

では、業;}、 J こ;三め~:， t】た断定 ~J;J じ:)出「の提供の ~J~ ~ニ *}JJ~ .itf: IXは f、口、 n 為ない，m

務不n;K1''7を尚成 l__î-写ると j て、 t日-~--t- Y，;'; f~王安11 ル認める l 級 m:tlJ 例lic)蓄却や比ご

いノ'"そのトめ、 t~~~~ +1_ 例候f~ マ L て :c~，、公刊さ i ;__l:~ もの、すなわ九、公式判

何J集ぶすよぴ高業判例証EJ: 桜軟されたものを恭本としつつ、;花 ~-f-I 0)法J_~.であ

£ため、これに限らず、時同ァータベース等h おv ご収録3れどいるものも汁

めて検オ素材ごする九J よって、背足白山乙ヲト問ゎ子、折定的判附ぴ〉虻イ共がq，

わhl:~裁判11jilJを1):く検討すの対話!ζ ，，るが、 ナト実認ノlレペノLでhY.:白を決〕た

ゴ.，同JfI光物取引ιおけるし寸ノゆる「容殺L尚u、I.ついて{土、去を 小半日平成
イキヌ :J 18 I川来品ぞきヌ号l良、上柳絞山 .f 1 i--l:(手豊ニ桜11偲大 新・人前商

品2T>i.Y iiJ、ハンマ/ァケ L352版L: 日本討論? と008年)ω員、宮 ・前同;1
fろ11~:ll 貝J、~-:辛会凶 l

w 向品先物取り|事案 L 言IF~i~Î)( 171事案内相迭について、桜7下 !明 暗l)I や-
~íJ棺注倒]然支i礼 、特(，，=141Pき照f

，')1 TKCロ づイフヲ 1)---LEX-'IH:'，ほか、で凶j;'if浄円I-J~~'j判|究公編託手以引弘

子与判例セレクす巳以下 lセレクト」とするJ に会主犯載3れた判決を扱う

r2 ，~9 LiJ:Gl :j・:2(2)2~:.\2 
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半IJ1i~; 、;U ζ ()、 附t定~(ひ的卜巾J判 H附有れh 一つい

νい込叶巾↑判叫jリl決C日心ヘ、 に」ι-'~け7 るような E政左、河!考有iμ/古;♂叩刊阿「疋的 7刈司町の七衣(仇:にニ勺いて完'8質=主f的に叫F判阿"を

3ι ただし、主f:.i2(ト]判断(/)長fJI、ジ)'Íì':-}~があ二刀、行かといっ t: 交認 J二 L ベルに

おごも、それが 析に自ド， と11子ひ得るものであるか引かこし寸龍範的汗釘キ

含まさおを符ないこだ μ沖ョが立要であゐ υ その斤め、事:;-::~，~';:Lで成否を決L

たと百勺ても、最古千ドヰ分ヂれl王、第 l二、そもそも交言・言明がおされたと

のjJ'*，が認め~れないと寸るなの、らつ に、党 P が品ナえれた7ι実l土:J!':測される

ものの、業況定の 測定的tlJ析(J)提↑JI;j1-:為に該たるとまではl認めりれな;'"と

するものの つがあるこぷ の判決鮮と本匹lで検討対象 ζ し「いる判決とを校

然失区百;J'9一ることはち誌でないが、 伺i迫主lいつコ川"'て{十判，j-~言三 F る

自此01判判u 注断T じσの1つ)t弘~~{官伊'jl、 7行J為臼休σの〉ず存子 n が事2実足ピ泌4疋された上で、 ふれが民事さ法幼訴と

2'1，，{:::jし1，E!，.るほどのものごあるカ行か、換πすれば民事官刊を;I7ぇ得るものーであ

るかがかについて汁刊が加えられ1しふるものを枚l可内川家こしマ Lミ品ピ

なお、:元 の類型に該二i守一るもの〉して、 1刈え;ど、!t)京地割l平成文午12月三五

:1 判タ 795 号 209頁付、人 ~I~~ のため l大 IIS土~.n~明快さを欠くが、 X は、投資信

訂以引にf引、て K'i: !'FlJり8%相当の，i'!iiff:J読が得られる主守的説明 Jが品
されたこと、::0.1民自信取引において l来年は必ずln，~，がりしてもつかるほσ~~，

l明 および'，ß， 'f'怯 l がりな ~)J こして納言語されたことを主，Ü と L た者 1"0'賠積

誌、kをおLたが、かような戸C;1iよる在，ry~去のぬさ 1しと主主はないとして実却 L

t: ，，) 、人阪地判、n'N:c年?刀 101: 判，~841号2iltt (外貨建寸 7ヲ/ト]'{引につ
v で X:ま Y 而Lフヂ会計町業民が l りブン%は納言す儲かります j と;帯、て聞r'!~ü;;

半IJ阿lを長叫しむとt:.5:t<したが、必ずしもγ主i従支員のね議にア己全に待rjした収

ツ|がなされていないこに咋にl包らすーと、か土"なl町定的判断。7提供があ η たと

までは考えが/~， '\、としん j 、 ~~J.京地事j平成 11 イ「15 月お"半日夕 1伐孔 0'lR-l頁 (X ~ユ、

外貨法て tiラシトじり11再人勧誘において、 y~IL 1;'主;-H従業員が l本{7ワラントの
if:î杭は必"卜討する、必ずれ~が円する J 、 Yのrri'iにかけ、出をさせない 令

どの判定的tlJIがや従供したと主張したが、こヌ1 ヰJュめるγk;SðJIJ7!~ ~，-なドとし

た()がある、

第 グ)矧，山に;を'""るものとして、例えは春、神戸地判半成つiE7弓17fi'判l川

1739号90n 件、~~出てりヲ〆ト収引にう~- \て、 1-'8;';'f~恥判断りもIt:JJ、治、品 J たと

認めるべ主，-;H!k1はないせ‘ 2ぜいセールス↑ クと"，(、 J、jひ?)必ずLもH月努

c:ょなく、あるいは理解寸 X:， には不 i七、な説明存しわの討し、?くら豆長存にお
いて、自己の都合主く f~解し、均l待し丈:止まるもの止し; Jjべきである」と L

'/:.，，1 /j'ある

日例λば、 千三~;'ll~判平成12'f :3月三自口 ;::j 斗 11'28せ49宍(~i" -/ンヨンJ1引五」

~Lì:j、 (.::lU'~81)2(' 121.、01
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1" L 'Cいなしものについては、民主賓fli)、埋どしての附定的判断捻棋の朝仰の

I'IJ断枠組みの分析をlrJ;与とすゐノ人情にと勺ては有用Tはないため検 ;;J';:0象泊、

よヘ除れ jるο

第二節 裁判伊jμ

[ 1 J 大阪熱判昭和59年11 月訪日半11~546号154頁肯定ー控訴

{事案i

仕手;;'''~株の疑 L 吋Jミ引く持たれてい/こ株式グ】イごけ取引に記いし ';'l ぷ 7) 1; I 入

才しを 度押し!Iめりれて v たl百平手y 本詳庁長支" 反訴L宇、':'TJ が、 f定機家失f'J1U) 

中也、人坊がi芝町三れた t-S" C)報道か見 ζ改め ζ 完問委".[か中 J 人れた I;t~仁、 !f可

をつろ/"-，:"t刀4 この抹以太丈夫なんで宇治ミム、新開止かそんなものに ;~0ゎ 3

t'ず安'0、Lて兄といて下さいパ/?につくしのi.dる]l'，J'分が本たっ;j(j(){)円は王者に必

えどますよご完るヰには私75、あなたに完っ c----;::-さいといっ:とを ii'V 1ますかム

H'J1ーもいl'説明3せないで卜 5しh などと言って売却長託を町;念与せん証券

j~1十 x 本訴忠告. t己目下被告)の従業[)八の動議行為について、判決は 次の

ように述べて、ィ、決行為に基づく ~ld. "占 þ-:'~:'~ 長 f1 を広めたn

IAのY:，こ対する本件株式7G:i:I:委託断念への封iJP行為は、株イ州沖つ活宣するこ

とれ防止的tljlゲを抗供してなしたもりであって、百正与取引法:i()条 1号(当時〕

にi主;ぇ「るのみならずJ，C女性の k主主投資家であど， y;こ対 L 、~~菩のな険性の

i分与えられる本R株式の完封依頼を強引に断念させたこ三{立、tI公i'i念上司干

手取引に怠ける外務活動ト ~j~): に計されたj点を ìti; えたもので、不iLf: 為成立の

j~1t-ごしての違法性子:白づ JSjo

ただL、Yに'，，>，.'，['の己券取引のギそ験があるこ t、および、む;号をず己み'iJi1委

託を貫徹4る余地は 分あ勺たなどとして、 G訓のFぷオヨねをした。

びf言m収引について、正泳三三木V，是主己(});;;G(1Jj義務7主夜手法めにす'UHし〈が、ヂ川
際、「ゼロにはなりまそん 必 F、 |、二1:で跳ね:ーがりま仁その断定U'~

判断の花;;~があっ F ニとを、日切義的1主以グ】態様の つ，'-::L て-:(~れ/:， /j13、

担訴審{烹Rパ:))IJ'V成 l~/f12}'; 20口中レク r1 ì-~:7~)~í Fl )ち tれを紘村しごしるつ
J"ルjてc;ム同i:t:i:~浅の不当沖を陀う iL :8毛沢)性質】、汚伴lトJ同読.'::'百与三"，'-，，，'-) 

病治い事案的判介ドならぜゐを得なし Lごとやお断りな品。なお‘傍械は全て:71

日者:よる}

f2Gl LiJ:Gl :j・:2Bu)2t'つ
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i考察1
4 叶:1((.土、同~tE苅?川「しつ抗 'f!": によ;~， fi~1j誘有1 訴か、 ~i主注反のみなら「民事

日進、J、性会構成、~ 1手ることみ 111;ノハL、「相会正念:ト許されたJ点を此えた こと

え違法;主の基準と Lて寸jち山L丈れ

ょころで 1': f!t: I止、i:1十l勧芯寸はなしノ1じ却誌Eを獅念させるナめに断定的

'fU断のな洪が為されたという !.rN$;->;，内をhしている すなわι、羽約待結へ|コ}
:γムわたfF3JZではな士、契約締すhf:去の慾牧が間売と Fれといる υ 契約?作品僚の

:i~燥を刊うのであれば、消町" ，妥~{臭効。)不;逆行本 平行二;刀 '0えられ、 Yも、

附 !Ë.:':咋判断悶供によるによ日委託祈念行為を F交正日中Jの告;{';)司、 Ir~h:zl土不去íJ 

と下恨じたが、z;: '1可決;正、~'t I"J Y 回 ~/6':売却委，1;士山r~ じたのだから :~:~L

契約!っしての債投ズmzれはないと!、債とをヌ二mz才J責任1;"明確:?lfrλじした γ 

0) 子，ld三よぴ判斤 lよ、三号託契約 i 立i-~:Jくいかなる債務のメ、精行が /fl)~ と与才し t:

れか可レコか亡はないが、例えIf子f上梓い義:!t:返!えが考え，，れる しかし立が l二、

本引11i.去の考え方からすれば、 Yヨ与が委託を割問、Lたと l、う山を品lえて、そも

そも Y による手f::tfい吋!-~!F (i).E忠表"、[よ方気れておらず、よノて千仕書fIミ義渚

が発'1しといないとされるよ♂考えムれる まT" 仕主主い正予詰i喜}えを白定すと千Ij

lycにおいTl立、それはし、 l'hも鮭川売買と売斗J担不;立反とか 泣とな勺て、る

(市上券会引っす1辛子;こrUJ' たト t二府容dノ完封HH小 Jこむわない t';長 C あると ~--I

われるとこノ、託、;止F附日1-;j'(lコイr1__ない本itにおいと千f土井ぃ義務i主反による{色
村小校札責任を認めるこシ;土回学であっt<，..ヲ、わhJ台、}

[2)東京地判平成5年 5月12日半Ija寺1466号105頁川:百定・確定

{事案]

Xらは、外貨1tて1"";ヲンド耳K'J:~"::おける y こ券会社従来日による制品 :1 、:品

開ムt~違反、法子'?'J'生f与はl 違反、ぉ」び、 r-H:，:::t:カ 1，~精 l がりすれば、ワラ J

ト門医芳は LWIH:J， !-J/)仙トがけ去するの c"、l入3子買うよりはワフン「来券や買ッ

l.~ -; j泊得である J なととめたかもワラン!、 ~:~7H~ よって碓'f:に多綴の1
'
:誌を

得るこ〆ができるか7!ぷう!~附疋('，1'1: 1';ーのf，~:Hをおしと違法なものであったと

明日弁連消費者問題対策を i. ii~棉. 8iI1弓注12対76頁。
〉GJ1引と Lて、 古刊4 ・ジゴ，)11 01号 :996午1106良、 記11主主俊之 a東ーじ宇

1;，:.法'了P引先年誌y号 U99G/t-) 2~1 れがある

~Lì:j、 (.::lU'~79)2í9 121.、21
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して、不法行為なしぺ債務小履行に-tとづく婦を陸前泊;Kをおし式

川社は、まず 般~~i.~てとして、およそ証券取引は「投資家じ身の U 己責任で

わわれるべきもれごある が。 r-;i[幸取引の専門家とし亡の証券会村のよりJi;等

え f首位して~'J 1')-1;正リ;チ行う投資家の保JT[が!叫られるべき」ことか:， .1並々な ?t~;-、

;Iffi;主、 w別等がだめられているのであり、これらの定的iこ違背Lた勧涜J土、私
法上も].:ιに違法と去るもぴ〉で:主主:いが、 l剖ひ公判止はその佼出入:二、投資

家に対 仁、!:lP悔の f~f:l 又;よ注「よ:h情報等を i是供寸るなどじて i除去家が斗汚}[X

?ついて l戸 i~. t 形成するこ lを防げるようなことをヨ辿

まと、投交正乃投資巨 l可、 UJ，，'技能及び投資粁験Tfに5';;;らして明らか

l 民アてな段|拐をつう lÚ~引を恰私的に敵討タよるなど L 亡、計会的に担当ιをにく

子段λは方出仁よぺて不支 l 当該収づい、の投資》争政請するごとを阿 ~\\n~ すべえ ι王

昔、友務があるものと L う¥き ごあり、これにi主将νλ、とき fよ、 。〉

}長イ主除、ぞれ(宮内 141主収づ|がなされた特;;~ IJ)共体l片付;財の如何によって l士、 -l;~

法 Eもi主法なものとなる というべきであり、 l法滞不版わλiょ不法行為によ

るm志賠fi';iの古利」を負うと述べt:.
絞いて、不刊何IJf，毛ハのl=，作二的当Tはめにおし、て、 Y社!f佐主尽のよう」初訪言院

にJる説明によって、五らは、ワラン人がノ、 i'ノタ ンであると同五にハイリ

スクな金融研1111である ιことを分に理解してした ものであり、 Yt士従業民

が「ワラント証券取31 についての成偽の情報又 ~J附史的汚較を提供するな什じ

て、 XI~) が ;7 ")ントまおtij叶;二件う危険引について11しし A認ロ誌を形成jること

を妨げたものというごとはごさな 0'J とし、断;~~的判断の淀川lによる送法伝J活

。〉主張す~ :主~，-Jた また、ワラン卜何日!の内科および行析み、危険性~に'~)いて

ι裂な情報提供がなかったよは考えられないこして説明義務追以の土張を斥

:-y、 i責 î'ì佐原則iさ J'i(二つ v ても、 X らはそれ':E" j工会十 f:o~--(T:取締役であり虫干討

な資全jJや寸 'Cいる、ことなとから山めず、も J L詰ぷ寺中こ裟j点じた

{考察i

本判Zプ士 :i、証券取ヲ法、経 í-;:':~l 者令、.Ìoj主主 rグ>*};昆 J刊 bこおいて、専門家た

る自|券会打。〉肋埠に可寸る加害門前駅伝護を出唱'とし乙二:められ工いるらJ， ;'f~

がある:こ(，，~長;み、民事 E も、桁'主ドJ↑古和子 ~;I~-!;'tすゐごと仁よ勺マ投資家の l 危

険性ついて7τしい認識を形成宇るこ介を妨:Jるようなこ ω をト1;笠J .，一べきで

あどとし、[I I判Jえとは引く呉なる構成を採コfニーただし、本判民的 段以

[2G3 LiJ:Gl :j・:278)273
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不;立造合性!豆町についとの半1; 附枠組み~ .:'，1; iなノており、「干十子的に相当牲

を欠\手J支えはノ百法によって不当に当該取ヲヘ心〉投資を f;)J~h-1"ることを JIì註す

べき ;T~在三オ)j; なる üj立d久治溝成が、位ワ己的日断ぴ J是1)\ にツいども妥主するか

については、 tllii'の構造に不同阪さが向。かし、防ノとU'Jtlj弘二O)f/t1*が、危

険併に/)1，'仁王Lぃ認識を形成fω ことを妨げるか与禁止されるといぺ筏1!;cjJ 

けが為されたことは新しい裏側である。

[ 3)東京地判平成5年5月25臼判安部1号265賞 ~定・確定

i事案]

X!立、 yt.:.;手会 H.;[Ì[業員が、 l イ〆サイダ~- ('fい情...~である j として、セム1.-'

ルという不動序会主jが£り、 Yが計事会全!とし と 7をく府政収引から見-!.~::: 引;仁

1場ずるが、今日購入すると 1000妹でlOO}Jから l50))円付円相11A手を得ることが

できる円借り入れをしとでも清人L!:与がし"..' 今情報がìAt 札-I.~ ~-、るので明日

になると購入i州告が相ニミ刊くな η てしまう ; t{;:j-げて為した口lj勧誘が広口、

な日誘行為であるとして、不法行為に基づ竹山 '~:þ士官請求を為したリ

平iJi';~は、従業 II が決f耐騰員の iJ~定的判断を提供しえことは巾j らかであると L

r上で、しかしその紘誌行為がィ、長行おとなるか内かlL「証券取引法の禁11

する不当勧詩行為にあたるかffかに止まらず、仏くネ|会通:~';かみ民 t 外交員(こ

i比された幼誘行為を注目Lしているかどうか」を枚討して刊断洩れるとの基準を

示L丈へ そして、「詳1]l-l~~ l':: i告は桁-:L ùjで h土あるがJ内象的である l 止まり、古J'J~

となる上場ヤ幹事公主?の事実;こ虚偽はなく、株価lがよ昇するとの判引について

もそれなりの前科の卜での判断ごあり、妹吏i.cJ忠告に損害を，]スるとか却すと

か臼己その他原子l以外の利益ヂ l叶る~の動47をはなかった」こと、および、 x 0) 

証券取ヲ|の経験寺を fi'寸て考える占、「相1]l~f5q J' 71が社会運念!詐された なー
} 

経えてイ、法行為の違法性を有すると誌めることは相当でなC.Iとした。

{考察]

本判決は、業け;造反の散請行ぶきがk十会出念から !;~-C進 l民ずるものであれば〆ド

当てれ向上のiお大門を構成「るとし，:， :')グ】示した判断枠組みを踏襲した h-L 

dJ! ご、列会出合 t 持された~F~ をねえたか汗かの具体的検E子J にあたコ u そ Uj

U詰態技力、、 ι) 刑(七r-1']ではあるが拍象的〈ゃある 1，-11まるごと、 bJ湘1'心r;判

闘を"'-')際にロuJ.て，t-lj!:ミドブー. (ユ是洪情報)に虚偽はないこ Cl それなつの

説f打、の上三の判断で為るよこと、 d) 従来日 lこ相=を与えゐ#;~ lii ある"は:....;~二を

~Lì:j、 (il{)' :2 77 .l 277 121.叫|
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午1;-$ーも芭珂のないこ円、 J いう具体的考樟要ぷを挙げ ct~み込んで慌討してい

r"、

[ 4 )大阪地判平成5年10月13臼判碍1510号130頁肯定・控訴

i事案]

Xi土、 ylF:~ 長公判的判当主 ζ 常業三H5':](~ Y:!の討~: 1-:1 dをJ託け、 ヲモ十止につし ι

て、 Y2から、長大手伝~f:以れが大世に'Gt) ~ノ\るという情報古ありま寸現

Tcf持ちの株でlli(r)砧ごいゐものも大分あるぶうですが、少々fi'してでも、 t

ういう損のバ]ごいる枚を光 3て、 チモ株;賢し換;C.tこら ν ろでよかれ出:ュ取

り戻せまれ l、「、戸れは私0)長年グ〉経験か:-)tJ 1¥をも勺亡お勧めし主す J、1--3000

'Jくらいまでは怯しがりするでしょう」などョわれてね義者、交けた v とか九、

保自して1山 魚川各1000叶を売却しその代企によ"コチ E株を荒入しトが、

その滝ニチ E株ばて必し続{了、さ lっ語!こ;;:~<-:-~}完拾によ 1-1 戸本{山は r_、 j与し、太子

'1，;訂銀行の穴いも結目立八円なかった'.そ二、人 Xは、 y.，の混rJ、な勧誘;こ」り

払六千ノ在J にと Lて大法行九に基っく J日;τ ~;，，; r苛詰主主P為した

平iJ;)，~~し ま ~f .~!~~~示，~: Lて、「証券取jj:は自己の判断レ古{千;万いて行う

べきもの(じ己点，11のl京出 )"Cあるが、祉学INJI c')i:JJ請に当たって、「曲格ノJ、議

置し、または下存する下との断定的判断を提供Lたり、二iI券取りliこっき、重要

な事Ji{についご守Jf主力表示.~"，誤解合生し弐ゼる表示イトづるこ ζ は、投資当のJ令

-~jí な午'):1吋を誤ら什ゐな険が大きく、投資者の司己主 i工の即日:j (n :!i=慢を損なうも

のであるから、 u守1しもctif:1J以づli去上禁ilされて vミると'，.ろであ L'J、その」

うな証荷主計lが Jおは不iLiJ 為会情成する」とした j 続い亡、十件 Y ，のwJ;~活

行為について同川県大「信託銀行が買いに入るという情同:土、 l 株~O) ，j普賢

を予約さ J\;~;~ A.きな紫ιであゐかム、その旨(.')'1占報江株式取引'.-，品、て l甘当活

;"l;a'，; z主帥怖を寸jするものであ iること、かツ、 b)そのような情市を 業部

次長と v う忠殺にあるYーが、わ戸わ三X方:こ山1::1いて J，1是1'"したこと しか

もCI 也の了持久杭を売却してニ fモ株にすr;:} 4其えてjM を~，り iたすよドケこl_'

ことは、「手持ι株処分による棋失額を越える干U首が将られる径 一-f<e株が議
長するよこを表小するものである F とは切らか"C'品る j、ことを41さすれば、 d!

l たとえ í*@刈、『記述いなし勺こい 1 吉染チ!エJ ，斗(いない(，，~ lても、監存仁

科J.iljな:)'J部情報で、荷造いのなし:防戦であり、こ札を要同"'る 1*1耐のl蹄22も

間流いないと ltわせるし 十苛なものである jこした p そして、 ii明、る汁j訪しよ r

[2G;) LiJ:Gl :j・:276)276



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

て、 xの古市かう肖十的判長!Tを妨:.1'丈 l ものであノJ小九、「小口、行ιうを構成aー
る とした-;"，だし、五がえ祉粁合与でありが汚円七なA[識が駁も杷_;J:.怪受有す
る者 cあること、校式取引の経験士有iJCl、たこと!J.:どを考庖し、ぷ割のも1失

相殺や!，/.九

i考察]

本判決;二、[21 とlrijじように、，，1岳山引における口己責汀忠則的確認と業

刀、の郎日Jから民事立任や辺〈としう情戎やほう三しるが、 L2J じ;よ a 必ずし

も明快ではな刀叶た、自己責ワ原口'Jと記事責任())院係が示されている。すなわ

ι 、づえ判たは、断定J匂ミド[附+!C':J~ によるfiJúl%(i 、京特の1' 11': かつ 11 土 r自主主附を

妨げる乙とlより、 l白 i背任山l主則(/)恭磁を慣なう 弘、のであるかり54、じり

れゐとする… tCTr-責任者、 '1'1己決"乙 11 己責任 1~J-11~ カら基~f-~けようと占る

j; 向性を初めて llj-J伴(:~.n r:) i-H Lλr行える。
まと、本判日;二、 Y コの尚治信税が隠1'~の ":1 かっ 1 王つな判制を妨げるも

のじめると判断~--/11号、、"¥1，是1JJされた情報が株1内の;晴FZを:市させる大三、1

~~:l!Jてあること bl宮業部史伝こい〉公職に£る人物によノてi{'慌3れたこ

)- ij;~f共者の池{川一著円'-，作]割iの 4主l立を考:煮}、 c)H手九株を t，~2:分 L-C ニチ

モ株cつH主人をrrj，:めることは、「手持ち株処ノ示lよる叫失訴を越える利凶がf!.f.ら
れる恥!ーチ司十本カ l浩宣することをぷ七ヘ iるものであるここ Jの3占う内、 X:こ

I ~-f引なp':部浩司iで、|日JiËいのな l":'有線」であると守、わせたと判断 l 、 d; I 絶

対ー、「同韮いなしミ」な〉の附~S守兵士克 :c~.必ず L も必要ない L丈(

[5)東京地判平成5年12月初日金判事44号47頁否定ー確定

{事案]

X は、 Y~正券会社i毛主日から、明治'1~止ががん jI)ít-l; 造fパ子を活性化一「る 1t/>tJ

をもっ抗!:.1m!2{をう去見したとの新岡ほ活ぉJぴl'h¥.の民情倍ネなどの資料を恭

に l問寸まいな<:.:2(l()川、:1-，なくともlK1J1J1'fまとは仙亡がけ可る これは1~~~1F

する
J などと述べご勧誘され T_~ T: 約、伝用~'(7W ょっと同紙)~O)口い ftけを

rJっと口 Lかし、 l司株式:ユ位上がれ「るどこ"か、民也のキ↑山内Tfもまで l治

L たチめ、 X:.i -r.rす的い、利保保tll 契約的存イI をで長し、~-;.係自V に、ïJíぉ!s，判l

同í-(})+!~1:せによる造法刊誌を珪ふと|た不法行為:一基つ \ ~'Ut 前出滝沢を為し
ι 

ノ

1'1]ザ士は、 ます手1]前保戸契約:こっしぺ、「保証すゐ という言法i之、 -，14該株式

~Lì:j、 ('::1 U . ~75) 2i:J 121.必|
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の株怖が値1-7)ミ :1-，:-ω ものよの角己の午Ij拓ーを訪問「ノめの中なふ己誌の殺に

j!r~きなしつものであ:人利益保証契約7J明い'(1たものということはできな、ミと

ナ
v"_c， 

杭 て、 不，t行為予言fーにつて、 riiF :u-;; H :'二;土、 i 虚fもの?古 :cf~>くは折'1-1:::tドJ十古

報等を提供するなど L て、投資家が~~*取ヲにf半う危険引いついて正当

を形式サることを防lアるよう企ことを山避寸べき社意義務があ り、 lこれに

;~;!-':~ 1，たと主は、投資家の恥業、年齢、財)辛状主主及び投安詳丹昔、その利I!，の当常

?よって!之、 jB<:;:t ~.~~~z託制言語{":f子〆 ，l， 

ものとし と司、iid，おを情此 ヂる νの 校';'L.不を込べ't二日絞いじ F保;三tる、

l すなくとも 1800円まずは 11~:_!がりする なとり本ft~~4にう， ，亡、 l単なる

"市¥コ見世!の減争仏るものではなし株f直下惣ゃあたカも附'，).，:(内なものである

かのよみにXドJ"慌しドものであるかの炉<J行為であるが、 LかLYR業員

られぐし、4よし、ょ よ.'-(で

はなく J，[1札にうとi刑されて 般的に生11ふれている情司伏J株11111'7'11':) 1古]に羽寸る逝

去の粁l議員 :1 などに基づいてî*~lf を子組)て」引説、た:過ぎず、それはしば[

:ど株式 ;J判誌の記事与にはιれる味i同 j--!;，日と大志ない c~: Lt.:.伯jjでXの碍'E=

属性について削;:h、X(止、「山らの相場制を持って おり、 y{主主日の担仇恰

持が結局はィ、球定な要玄を合んだ予測.>\~更せ::}I"，の1ををけH るものではないことを

も」けながら、 汀己の刊停止においてそれ吋出ヲるここに!た」としたいよって、

X:ヰ「汚較や勧請によ勺て本件{-"，日取引に伴うなr9t't-十tン:Jいて王当な認識を;fti

:-æ ~9 るこ亡を妨げられたものとし A うことはでき J ず、不法行為のすて張を片行、

もっし Xの詰，jーを全と持却したU

{考察]

本判決:之、[4) i， 1口j椋に、まず証券取引 tこぶける H三百i王立引を確認し、

危険斗ーについてのrF当な55誌をわ成寸ることを妨げる点に勧誘のヂ士号佐を見出

そうと寸るものとあるが :41本 赤造的て、そのような 11斗な"忍訴を妨げ

るよう在こ三を回避す¥き「仕立た務」を地成か7)込るJ正己、主務違反があっ

た〉きには、JF.J!存グ】属'I!'，o取引の貝甘くIIS決泌を総合勘案してi主法門を曜くとい
う川出1枠組みを小Lた。かようなコi寄 ;u害補或は、[21においても聞りれる

とこうご島u 心力、 12J ;-おいては、迎合汁原則退Et:ごついとの判断枠組み
)- Ik なっており、刊日の構法「、ド\7!Ê~:i'0子一断t副主行為 L二ついてとこまで独

」よーして安当し得る bの L了あるか刊糾 ζ しな"ものであ勺たのに対し、司、ft決;二、

[2G7 LiJ:Gl :j・:27--t)274
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これをマjCiIiなもの，¥..-1__ i: 

また、 1主体的当てはめの中守、本プゴ イ立苅にはたられていないような材料ヤ

子:::1 0ごとの情報 E はない l比(こ公内され Cいる 'I-~tllわ料、慌の動lcJ に 24ついた J三

:tr:.ご過さなしことが、内.~の /J:向に白く 21 京，"" ， -.ご'j--;I.YC)れて'"-， i.";，が、これ;之、

íGIM量守その俣Jj~ と L-( ~iÈ:1J l: された情報、換言すれ}手、う'é:;t;:買わ臨O:':L均:見断の)1;

誌と争ゐ'!'t{-}~刀、如何なる七L資を千しているかに詰目したものと， ，える n

[ 6)子高悶地直方支判平成E年 1月11B

i事案]

(ワ)第5号セレケト 1主主1滋賀:肯定

X!立、 X(/) -.{"，ij¥.を得-q""L: 'f::~f考 I.Y~:: 浩会什から x:二本叶リラふ、慣が烹却さ

れた、乙じなッている状主主(人 Y不従業J;:iカら、 lノドネL7)--' ~)剖日当て同ヌ I ， TlJべっ

ていλωx 令'~I.R で立:，，-'í.hiλ い 3 、~ [: r去に売って;::.rお:止はJ呈すから、
購入{[~::r:ーをヰ::r::-:_，ほしいに旨のiJ入 J しを受付てi~"~立を弘一リ込ινだが、材、包

暴落;こより県矢を祝ったむそ:で、 x:工、ワフント i苛てあるとは荒Jらす祢式で

あると理解しずい I二としと主九'.ê，に鉛ぷ熱効を王張[、了~';;líì ft'~ に、J.~法刊誌に

よる小})、行為 L ír'一一つく婦吉R-~1F:~百以を品 L l_~ ()判決¥.}，、出百民生刈につい一、政

僚の鈷ぷ(=-JJ.~ぎないとして求1-1: したが、 j主;主初誌による小法行為長江につ、て

!;;:、次のように認容Lた。

まず、一般説示としと、証fj..T，;(i)[(土口己責汀の原口IJ(lコ!，"~ -~-おされるものであ

どJが、投資家保護の見地から種々の涜制が古)えんれており、それら取約':'j、足や

営業~f見 :1 円規定に浸反 L たから苧いって直ちに私法ーとも違法となるものでは争

v 寸三証券会引は、三券浪引:二行う I 立論(~~ ~司す，Z iil~常及び判断を á;ij!ずるおそ

れのある)J伐、 γなわち、社会的相当性0)範川事逸脱L丈)J伐で投資家事 N:'長

とこ tを口 j置すべき義拘がある.1 (:訴され、むのような方ぷで取

引勧誘が為さ札、その桔呆、問客カ斗主主を被勺たときは、 r"1;勧誘C;!:私法 lも

違法咋奇帯び」、 ヌ二iJ~1-J 為ない]/:.止 1副会不民íJ責任 1.，負うとした J

そLて本件以づ|の歓己最メJ託、は 「防定前半i附のft供 あるいは、 je失負担

利主主深;正によるね~~若手の禁iI規定に削;1 しる I iまかりか、， :3、.， 11で区、F返す l

という /k-:i山手字:立、[--~-書入代末 U) _l!~済時却を具体自む;二時下J三したものであること

からj、Xi.:'" r 元本の 'jl，:.正fえび4'-日月支払を確約たものとの認識を y~かせj 、川、

件取i}:い伴う j員法;の危険に関 rる認識 字;jclJiはもはや市iI!のもの!:Lてこ1しを

放案 ::)-ljる仏険引をイミ<cどもりで、

~Lì:j、 ('::1 U . ~72) 273 
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り、右勧誘に仁っ cxがm当を紋っ T場合、「もはや宵己恒j1のぷ日IJを{較すj叶十
る余地はなし勺というべきであゐ乞し、これによけ Y従来日のれん誘行為(土、「在

、ムト4違法性士市び、不U、行為に該当 jる l とLたい

[7)福岡地直方支判平成6年1月118

{事案]

(ワ)第22号セレフト 1巻207覧:肯定

X i立、 Y;E券会1Ii工実J:1による本件投資{"討の11jJ約 l誌合断、 lミたが、 1 

日目。iii!.:-6，!i1Et詩「て 「ーラ山内:元合c':2(1万円の令子Ij柁当分~~!)Iえと返汚す

ミかり、引き受け亡訴.，い と口オJhーと~:(;/)、ニ乃'1'入れを受け f訪中封再を被 3

プ二。てこで、 X~士、 ìcjす恥 i二、消費 1.:l:1'苛明示:]7J、戒すし亡いるーとを同夜=〆f二

n金百育水，y'為 lハ了二世JI":~ .~、 ytl 従ヲi~民の迄斗:rJJ rJ~ (よる不出行為l基づく4員

会廷決請求!:"~l1， Lた。半(ι1(.:.ょ、 Y1+.従業員の!ロ己発 ~-T(よ消究貸借;Y'3約l疋1うの趣

旨ではないエし亡消 '&e1-g.，~~約成止を前提とする営企詰::j(.を県却しとが、連法

勧誘)こよるィ、ì1、 ~I j為責仔Jつい ιl土、次のよ 1に高べごff;努したこなお、|ゎ)

とトJc' I叶;:H主|叶一五比六 1--(~.，~- J:る判決であり、基ノ!';I'I(;論理構造および一般~E!J':~ よ

ほほ同じであるんの当時 j 、本作への兵'f4，，8-0:f;-c-:;;:めの部分のみ桁介するr

イ，/tIlV_s1fにおけゐ、 ヶ月後の支払を 1~;~止する巡旨の交言をした1'1，毛』王;之、

l 断ノじ~:'0 ~t:ll 断の提供、よ〉る、川士、 3買うた負担・刊誌fi~記)こよる勧誘等の ~J~ ~ニ九~.JJ~

に佐れる」ばかりか、 l 古~JL:Jt期比ひた引梓当額や1-{伴fjZjにi開示 Lたことから、

X '.CJじ金おlZF金利相;j室町の保証お-がそのE王朝f之仏を1tttJL丈ものレの認識

をよJ、士、，-本1'1収り l二i、にうず、失の危険?こ|現ずる記ぷ e 判断はもはや書記J哨のも

のと L'C これを校五時させ￡危険津会有←j るむのぞ、でl 会;メJW;'l性の宝ITS~H<子大き

く色~(~~レコおり、イ 1尚誌によって XがJr古ふ被っか場f\i もはや自三予言1l

Cr)京日Ijを働かせる余Jjはな"'J乙いうてきである少し !.-(' .+して、こ7.~ 1，より

YiX業員の勧誘行持は、 1弘法 iも違反性を守ぴ、ィ、法?為にE主主!:fするとしたい

[ 8 J東京地判平成5年2月4臼判童話41母271質λ:肯定・控訴

i事案]

X!立、 日新製針。〉外貨設でリプ〆}取引において、 Y 古14.会十 f:{よ業員 J土、 J~'

'，，'げりfペとして、松井 Itli . ~;~判 051 号(， 100イイ':) ~ ，1問、拝姐Jf-ジス 1)i 1??号

，1ω;年ノ 991者がある A
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断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

ワラントのリスクについて十分な説明をせず、かつ、にさノ rわいはワラントの申

しチや」などと本1'1ワラントが伯上がりすることに強い山信を見せ、ワラント

は株よりも儲けが大きいことを強調して購入を強く勧めたのであり、勧誘方口、

として許された範聞を逸脱し、不法行為を構成するとしてね古賠償l請求を為し

犬三{

本判決は、 lワラントのリスクについて、その価格がゼ口になりうることも

合めて、十分に説明」が為されなかったこと、および、以下のような本件取引

経過に右目し、本作勧誘の違法性を導いた。すなわち、 a;'rXは、 Yにおい

て数白万判前後の取引をわってきたが」、「本件取引の約 1 週間前に、備ij~冷凍

株についてYが特別のす場にある〔引用者内 Yは幹事会社である〕として、

XがYに委託して購入した現有株式のほとんとを完j;pしてでもこれを購入する

よう勧的、購入俳格1057)J3091円で購入させたこと」、 b)その後、横浜冷iW

株を令部売却よるよう刊めて「値以冷凍株令部を完j;pした結果残る口附残r::;を

担え亡まで、しかも、本件ワラント債 銘柄に絞って熱心に購入を勧めたこと」、

そして、じ)その際、「鉄鋼株が値上がりするという強い認識を持っていたこ

とから、ワラント債は株よりも儲けが大きいことを強調し亡購入を強く勧めた

こと」が以められるとしたれそして、「間違いなく有価証券の価格が騰貴 ずる

かのような見方を示して有伽証券の完J1等の勧誘をすることは違iJ、むあり」、

本件付誘行為は、 lこの説内からみて違法である」としたc ただし、 Xは株式

取引のリスクについては熟知しており、仏、なくとも、株よりワラントはリスク

が大きいことは理解していたと#えられることなどから、 Xにもその相官発![

に%割5分の寅があるとした j

しかし、 Yからの控訴およびXからの|柑荷控訴を受けた控訴詐(東京尚刊平

成7年3月:-l0日判タ88;)号216頁)は、次のようにXの詰〆}えを全て業却したυ

まず、 Xは本itワラント購入以前にYにおいてワラ/卜収ヅ|を 3度経験して

いるがいずれも利訴を得亡いること、さらにYl正外の証券会社との問では株の

現物取引のみならず信用取引の経験があり、しかも恒用取引で300}J円科度の

組失を被ったことがあるなど、 Xの投資料験について認疋Lた{そして、 J)

11'十従業員は、;且士 3度。)I什の最初のワラント取引時にワラントの市場価格の

変動率が株価のそれより格段に高く株価の数倍の情動きをすること、およびワ

ラントには佐利行使期l聞があることを説明していること、そして、 b)Xは株

式取引については相当程度の粁験を有しており、しかも、相失を被ったれ験も

北it6l(1'271)271 r2701 
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あノ』こ γ から、ワラントが株式 tì) 投機性が日〈危険性がたきいこ h を;~;汽 L

ていたこ亡、 lJ-'cから、 Y社従来気力、lU守刊にbI~: i) 4~'~'!- 1) ，)シへの有利刊を

民訊した主力説を泊したとは ~--I え、 Xが l これに。 り'Jノン卜取引の jスケ d った

さいことについての子u断争反 !J、必ず利益が得られ.::':，ものこ主てて、本件ワラ

/1、の購入をぷ諾したなム〉は主IJ底認め非い.1c: ~たけ

{考察]

一審の科111(1'~'ょやや分かりにくいが、要する l 、 01 本件Fi引のIC前lよ1しま

での取引羽仁比してたさな令額の，，'!1をさゼたこ}、そして、 b) そ(7)株式ε

んて允1[:L /:駐を土[1"11 るほル~<;':ワラン〉位打購入を、しかも 内貿いでれ);め

るという F とは、 r.t~ 九刊乙処けによる売却剤を斜去る利融がi号りれる科に本什

ワラ J 卜偵の旬絡が勝賞する、乙やIlh:"~司、していゐようなものむある?と、 C 1 

そして、実際ド、1'7ランム 慣が校よりもts;-けが大きいこじを強出Lて購入を強

く約めたこエ、 J;I土の乙ムかり、本flii)j誌は、ん刊リラント tぴ)恒衿陪賓がjit:

d夫であるかのよろな断疋l円引出[の提fド行為にあたると1'1:析したものと思われ

る

しかし、主主訴審は、ぷ件取引:Cア)~邑前の取リのみなとず、さら(，-~，;\illっ亡日:?))-、の

取引、そして他社における取引もきめど、 Xの投街中旬長と願科;寓ゲ|をぷ !l出する

ことで、立件取引;こ全く民なる意叫、 fiyを'j主亡、判断を覆したー

本作以外111j(，_~_カミアしだ E松川と rつ一二さの流れの￥で、本件幼誘の違法Y4ト 2与こ

う}する判J附l二 ~~Fおお明言、本件取引上:)組--~ -~泣j)の取引を Y こまゲヂマめる

しっか、そして、品土の取引む般に ιめような意味つげを与えとのかは、裁IIJ宵

の :;;~j:~ 'r:)出1 にた右包れる ~Îがあることを 17?にできないごとや去し CÎ，ミるふうに

，S?，t)れる c

[9)東京地判平成s年2月15日判虫844号212頁品:肯定ー控訴
{事案]

本判決は、株怖指数オブンヲ>~{:! 1 ('-~ついての説明 a務「主反 針定的判断。)

42いで予を)'11'111と L!::/F~士行為 h 基づく損再Hi";世話立は京 MiLt:が、上記オプ

3'， D'f.釈としし川内トチまi 金下J9?~) り (199~)年) 42~司、田沼:，，~ß .ジ J ljょI23

~;. (1097イI'-iH2Bがある{也、時村j¥'ば刀 ど也氏~-~>証むたけのfJも百幼説と白

己点任原則JK阿ll:i持4・50 ~199ô 平) S()~l-g以 F で議論がぬされ.rい之ベ

127} LiJ:Gl :j・:270)27つ
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ンヨン取引の民)2を!口;;;せき斗もヂめにL+C1，c:ノ様相Jを主L亡し /-7};:谷三司株式の

買付を治く推摂した Y己学二;社従来EそのI;~i，級官大了については、に手で!のらJトミ tt

むあるこ ζ を針りながら、 Y干十全がl均方会!として'1iJ を勧~~-J ることが択奨さ

れてい丈ことが窺われ、かつど'c';藷汗に[正、期f定U'-!tljf，;千Jだそ止の事実があったと認

められふ ι抗されるし L、Xの請:kを 部認できLた、プーだし、 X(.~.!3し I ても、

寸 fシヨン1{:{':l1で徒った十「士を えi収り lえす二とにや、な余打、 f::T七を/Jず

る株式の危険十字に政去二 11，たっぷ fバといっ l己ーもあるとして、 /到の ~&'~:Jll殺

本行~) /:-

i考察]

本:三!日;土、断定的;凶r0 ) tj;~ {;l~:行為があコたか斉かの事実認 i を勧誘ド与の具体

11守合百歩手がカりとし とれつのむはな〈 いわゆるj¥長拡梁取完禁IUJlj三 (1円

訟:1'えによ、 50条 ~T;白 5 号、現行:主商法38条 7 号 h ニる;主再l商品ばづ|業等h 司するl勺

院府令117条;尻 17 号 J対主肘 )l 触れる A-j J.~j操縦 rJ'!'台、すなわち、 Y 主丹 :2T 社

が主干甘}を、予?パ(げアてイ干予校tに険ラ宋骨したr収〈ωd引I[勧力誘を為

事主実EかCら)j拡住:泌L巡tしJた三 J 組織1'1(;違法刊誌、らf同切の初訪笠机の造法''1''そ辱ノという、

べi'HiJiわの持立がほられているハな心、断定的判断じ1)結~*iT{らがおされトニレ

から:叉事T:t:がrのよ λに長慌Jでけムれるかにつv て(j)論旨lz特に述べ 3れて

V、な， ， 

[1 0J 大阪高判平成高年 2 月 18自判タ自72号245頁'ì~) 肯定・上告(棄却・楼:;E)

{事案]

Xi立、 Y芯券会H従受r:.:'¥カ竹、イヘ付{製紙株トーついし、次長7)ミ七千1j二己誠11iii
クル プジ)cμ心へ物 t 円される}J:L~l-:4 '!-::辿純券取うており、 1'

耳からな判製紙

株ぴ)終世をミ~てるこ L ちょ〈あり、わJ かあっと l 、トイ分が ;(11 を村~) c~: -~-うてい

ること、 if動柿;のGO%を誠慌ゲル__'lが押さえし，'るのアミ偶 1;i)'i)7)可声宍であ

り<;..p中に買わコごいこ他が殺ぶ二と、 tH::r:は61()():ljまとトがった段、加:主力持

ち株を f放すーので300()ぢ¥らし、まで暴落ずるこ Jが下え立されるこ"、具g，..f~ iJ ~ ~ 

ち"釈と仁て、 }~Jiにふ ~b 合γ!Jf)()2号い刊:')-4-'-)4β問、利 Illt.Ii 専修法学詩
集剖一号 i:l99;3f;;_) 1;33豆、山111，減 ・封書ll:n会，1• ~号 \l ド川 f;;_) i3()!J豆、宗一

::1市‘泊予 5明号(Hi99t:::)ιH頁があるf目、神lii秀樹ほか編巷 l余内法実務ケ

スYプク 11'1J J列j恥(君事法禄.2088イ:-:'1 l02Bi. おし ι て糾 11~ されて 1 、る{

~Lì:j、 (.::lU'~b9)2G9 12721 
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「売り」の指示を出すのむ購入した本州製紙株を直ちに売却して3000刊まで恭

治した段階で買い同すと都合4uuWJの儲けになること、そのころ取り沙汰され

ていたいわゆる湾岸戦争さえ勃発しなければ100拓大丈夫ごあることを告げら

れ、頁いを勧められたっただし、 Xは勧誘時YNifぷ公社で信刷収ヲ111座を開設

しておらず、信用取引を開始するための審存手続きに日数を要L、当日中に買

える込には限度があるので、 Aは、他の~ifJ長公社で目 杯信刷砕を{買って買う

よう勧め、これで儲かったら今後はその資金を使ってY証券会社で株の取引を

するとともに、委託証];.会社をYに一本化することを約以させた{そのため、

XはH証券会社とC証券会社む併せ C701l1l株を購入Lたが、この後、株価は;:，

1再し、 Xは、別物株を売却して損失を時定させた。そこで、 Xは、 Yの従業員

1の違法制誘を烈111とした不法1J為に基づく損害防償詰求を為した}

審(大阪地判平成 51ド4H 12日判時1508号113:R)は、 Nrl券会社は、「世間
般に対し、納象的 般的に、注目義務を鈍うのではなく」、 l原則として、取

引の「受託契約の成すを前提とし亡、:ti契約の締結過恥!ないし履行過l'l!におい

て、証券会社が受託省として遵 lすべきj土色、義務に反した場合に初めて、ぞの

阿客に対する契約卜または小法行為法卜の違i1、行為があったものとして、賠償

責任を員う」のであるから、 XとY証券会社との|日lにおいて本川製紙株につい

ての受託契約カサ市結されていない本件においては、 Yの小法行為責仔は否定さ

ttるとしアニっ

これに対L、本判決は、まず、証券取引)J、および公正慣習規則等に違以Lた

投資勧誘行為と民事責任との関係について、それら規制に違反した投資勧誘が

「それによって直ちに不)J、行為の要件と Lての違)J、性を是認「べきか否かは、

違反した条項の趣骨、違反行為の目的、態様、税度等を総f干して勘案すべきで

あるものの、右迅Lえの:'jl-ごたが違法性を基礎付ける'!f卜Hになることは百定できな

い」と述べた。そして、他の会什への受託を前提とした勧誘が、各組市[J条唄に

首候i皇lえずるということはできないが、これらのねJ誘規制が為される即111は、

a) r勧誘によって自社がその取引の委託を J主け、千数料収入を得ることを日

的とするものであるから、 1'1社への委託を行わせるべく、不公よじな制誘がれわ

れる危険性が同いこと」、 b) r言I1券の評価が複雑なものであって、副長会牡と

をの従業員の判断に組ることになりがちであり、不公止な刊誘がす子易に居直子干の

意思決定をた右しがちであること」の 2占にあるため、「自朴が直接取引を受

託することを目的としない投資~JJ誘であっても、証券会干上あるいはその従業員

12731 北法61U . 2(8) 268 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

f刀H業政治の ム正門しごなされ、 まず 隠さ;もたのこ lを到["-'ど勧請を受けた不

刊のような場合には、投資白深交のJ51とnは、口主上が芦公取引のそ記をするこ
とをr;:/jζ1るJ品frと和Jら合わる ζころがないという一、き l ごぬる刀、円、本{牛

におし、ては I'.i日各取づ規聞が l牟}刊され。」と じたハぞて、川土 な判製紙

株が仰OOllj まご経フミ)二倍!がり Fる旨断定的平Ij附を j~↑民〕、その時入を勧約

たのであり、これは上品各状づ|対日iに違反寸る上、 l十己J財長*iXに便乗して相貨

今村rょうとした?証券全干i従業員ζ!てある主己完!I刀工あコて全体とにては、
主反し、不法11't:; (/i :i~，~'ケとして違法 :1 1":憐スゐ j としえ た 7'~:- Iぺ XO)

学~'，~' (:敦美およ ~n正宗取引の粁験Tf に I~み、 7 宮]円近'J:::.+，i.fz i:' ~ JっとI
なお、 Y力、1.i.liしたか、 l iil烹去iJで怯:5ょした f民判、tJa9千七1:2)j 18口.1，レク

トl'~き1::) Jミ

{考察]

本1'1:二、{少な〈土もノド{'i 株式についての、)受託事~if，!J を柿柿ずるよどを片山吉

とした勧誘 cはないという特殊な :jJ.~;í~であった}そのため、契約締結に肉:-\-ら

れた刊議態様ふ規律する各材規則の地!IJがl古主主には九 l得ないときにt31ミて、

む~;~9~訴のi主;~H'土.;( ~のようにJ穿くか〉いうことが十事?なう乞占シなっ亡お 1) 、

主法ょ灯川定的判明;の担恨の禁11"1耳元どl'c.c#肖江どの関係については特にHガJ
ラ，~ :+ r-.. I 
、，，あら""'" 
ところで、本判決は、|併治ドj刊附u)i~i伏 i よる迅i.tJ与えを合理 111 とし 3 不法行

為をz主くにあ丈 ) ~(、その可，j段下 L て証券会?ー従業日がノ行局1'1↑u縦千 l 苅に万11主主主

いし{争点 tる行為を為 Lたことに強vづ悲元::u]げられて 1，'る c 本判決とn';+~ ~二

11手f{止;ミヲ|が問題となった[与〕におi， '"C七、大量J注奨叛 Jじによる仕i詰 h~:~柑1'J

為につながる笠燥が訓時えれており、千十「株取引における%))認の不当たには特

殊な何点が加わるのではなし寸'(::.8われ勺 J すなわち、「ι手情報 を?けいた
主主百C-!土、係以巨体的 I"i法性に間約があり、子才L:.土、当B{;;淵客ヘ(1)勧誘早J、様とし

ての不宅作/ミけでな〈、そもそむ出場ヤ休への不斗なf為や前ほとじていると

ρ う持俄ヶヂjしているこそのと的、 i1I 泊仰を q~，叶 .:I~定的判断の詑位によゐ

れV." 語に記いては、，1')嶋\グ〉不当主介入を聞けよるためにわ J:~ii~J甲からかかる íJ 

為を税制J'，与とするA1坪と、世jJi)勧訴のJJ，市Ji去坪とが交話寸るのであり、特

殊な flJ附荷造が採られる可詑Y が￡る J 例ス:工、相場挟縦行為\1日1lE ~'O主123

主::2)豆、現行主問iJ、1;:;9支およむや16()守、1自件の違;;、牲を苧独で|向うことは医隷

ピ7あコても 涼爪と~) :こiiiめられなかぺたんでのような事r自l土桁7元的

~Lì:j、 ('::1 U '~b7) 2G7 Iml 
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半IJ 附の従供'子lをじっ豆?片性を読める約き企 L てし 1 斗 WJ 能性7~fあ L そL亡 本判

決が、「ヤ体としてj立法 として 1.，ることも、このような凸か円四併できるよ

ろに思われる代

[11)大阪地判平成s年4月12司セレウト 1巻163i'i 暫定・鐙訴

{事案]

X i立、外注目…l、ワフント取引にお"ミて、 y'C存会引 1!f業買による説明義合r.ii}

反}訴ノ瓦約1'1]U;:~O)f，~洪によゐ違法なおj百台行為がヰノ'~l， 1.して、債務スI託行又i土

不法1;>7~ ~選机"ヲ;ヱEニ〕て掛岸町出話器をおした

判決;正、 'X か千IJ耐を1~~1Iされたと珂鮮ラるの弘、 ι坪かりぬような 8:う己自~flJ

同Jを続1Jtt、かコ、ワフントの11i;止めJι干名l〆山、ても11確な情郭を X1';';をこし

なかηλ もので、これら従業員のワラン;-，tJ;(~; の推究 .1j ;j~U 、剖説会t71ι業員

が扇子-;(士:し、取ヨのい宮、ト句作、れF主什"っき額料が::Ws¥'-"よさるよう μL日明

一以客が庄 l__~ (l)主 j析と責任においと J立づ iがで旦る」つにするド意A絡を立 J

た と言えると L、大法行九EZ任争認めた J たf口、 Xi上ワラン l の危険性

勺いて油訣げ'JL;土埋角干していたこ f 、ま亡、?走資取り!の経験から埋解引きと能

力があ勺たのにJlli併 Lよ与と努力をしなか勺にことなrを考民主し、
相殺をf;~)たc

i考察]

7制の，;/E失

本判決(土、業iJ、ιの断定山手'J:I吋の提供述以を消防i祝え子、ないし は E伺

v て， ，るものではなく、ブ 7〆卜じついての戸任問がそもそも r"jj(，二為さ1てし ι

な，うったことがiたる玄任恨拠となっといる ι ただし 説明義務よ ':Zと断え的

判断のJ7t供どがどの主うな関係っかははコきり~: Lない九

[12)大阪地判平成s年4月15日セレウト 1巻173頁肯定・確定

{事案]

X は、外貨建て1"]ラン!、 ~:{:i :にお~， ，て、迎イ7佐原則違反、説明f主務i豆反町断

定的判同fのHt 1JU よ ω進法士 1;~iJf;品1J おかあり沢法行為が成iC1るとしてt~.:14'-;{-:''j 

償請求を為レた j決J土、泊予 4J戸、目njj;;反は汗ぉ:.，~たが、説日わに務員民および

附定的吋則的提供行為については次のょっ仁 L27トーた

まr、ワ弓ン 7耳73について概担げJな説予lしか Jなかっょこ介、そし亡、「干1，

-~~刀、「\出ると t日 c_:写の百ri-':::;;:1r1証券取引注仁川条:1ft ;号 l当吋lで禁11

f2'i::i LiJ:Gl :j ':2oG) 2G6 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

きれぐいる附定的ごj析のi足{共tこあ/-;:>J-:L/-rで、本件勧誘は 'X(.よ宵じの女

f工と判刊において取3をさ斗るために必止な怜報を山A[せず、しかも、宇j誌が

すぐ I'f-!I る i7の民三;工的 i':; 断を捻 l~-L.ごなしたものご、村会均相主性を苦し〈欠く

ものご 7寸わざる千えず、全イι」してi主ぷであり、 X!.ご，¥.Jする不次行為や檎;-rX:'--L;
る少したc ただし、 Xの投資将験、および、ワヲン!が付価値いなるまで;"J羽

ν とよかうためはX白身小'fU断であることを#ぷし、 8誌の過失相殺を行ったこ

{考察]

本ftは、 [11'] (: Irij十五γ、外貨建てワラ〆!取づ， ，おいて説明w;蒋違反と断

定的判附グ)+:I供とにぷる違法的誘をJ2、めたミドー決で£るが、 本判決では、「イ、休

として売法 j といつね l，~/が恥わぺ (l 、るコ

(13)横浜地判平成s年12月吉田セレウト 2巻30頁肯定・控訴(棄却1

1事案]
X~立、 YKII 券会干↑の従業只A から、 出銘柄の工ーワン株につv て、 l本f可

から行だね?)入っている、本出Cワ怯t:Afiちがぞ1友信託行!)'~l -!' /'ヒマネージ tーと

大宇持〆℃の殺しいぶ人で、その人から作工， y 二券ご、 f十しか苅|らない，:.~~;卒lえで、そ

れは、 ~t友信託がプアンドに組み人れるためにユニテ〆探を引ないし方々株九

岩に'1ぃf，Jげる下とが汰まったとい λ 下とだ。、 14000+えでもかを ilの儲げは

倍実J なと r' ~--;られ、旦 101;);希少交けた Xは、いったんはこれゼ祈ったカ

:;0分頃 J て再fFAより電話がま口、'):1"、気配が日〈な f 汗ので、このまま宇

ぐ急訪するかもしれない、 1[;~;だけとし i う)と:在れば600引円以上上がると

は百えな;，'が、思いところじあればヲ小川1'1くιしとまじは関連いないt 主:どと

紋刊されへため;;iJ(J(出ヒ存'~~ ~，寸了けへ.}in)株はその伶 v もっ丈んは両{息子吋けたが、

t存岸Lt守勃発直iをより r' ;怪し、:_~(仰 :'j をきUる程株Juが忠 J与し、 J三期低迷状怒が

抗!c'...-，丈 υ そのため、 X'.土、断 ;:eS'PJ出it，]'供、こJるAの選法勧誘を理由とした小

山qJ為に品っく損害同問詰点余23じた

判決は、ま「、 牧説不として、~'::3J:'~ω は自己の判断乙賞作において為す

べきもわであるが、;正赤会社:ユ、「額料に士.JL、証券取引に必ク人的に伴う

件に1羽する iしい主主誌の形成を坊(f、副長取づいてついてのiF:~l .'j:il訴の妨げに

なるような行為をしてはならないのv了あって、これ l違反して陣式のCJ守な主

:ヂξ よ 7 な重;J~行為がなされ丈場合、 J巳体的事院に上っては、かか

れた限度を耐え

~Lì:j、 ('::1 U . ~b5) 2C; 12701 
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る」と述べた。

その上で、本fl初J誘当時のユニデンの業績竿について検"ずし、当時既に業績

が恋化していたこと、および、 Yは調音機関を有しており、その杭l支の情報は

Yおよび従業員Aには加り得るものであったとの型解を前提に、それにも関わ

らF、八は、 al 住友信託がユニデン株を24、25万株oいiJけるという「具体

的根拠」を示した上で、 b) "1000株でもかなりの儲けは伴実だcJ、l堅いとこ

ろ ("59001'11止までトがるυ」なと、株価騰貴、平1I拾性について「椋めて具体的」

に、これが停実であるとの断定的判断の提供をして頁付を勧誘したとした。そ

の上、 c)住友信託が太置に買い付けるとし叶情報につい亡、「後になって確

認すらもできないようなギ確かな」、 Xに「誤解を'1じさせるような事実」を

述べて制議したとした。そして、かかる九の勧誘1，為は、 Xの本件取引につい

ての自由な判断、意思沃定を妨げたもので違法であるとして小法行為責仔を認

めたりただし、 Xの証券取引の経験および本件取引において勧誘された株数に

自らの判断でI∞0株ト来せL-Cl1い1，Jけたことなとを考市L、5割の過去十H殺
を行ったむ

なお、 Yが控訴したが、控訴審 C!j(京高半IJ平成 7'1'7片12日セレクト 4巻50
良)は、理円1がないとして棄却したっ

[考察]

木判決は、[2 J [ィ J[" Jで示されていた、顧符の白rtlかっ白主的判断を

妨げたか否かとし寸法準と、 [IJ[:IJで示きれていた、「社会通念」および「社

会相当I'lJ などの基準とを複令した判断枠組みを採っている。すなわち、闘再

の向山かっ向上的判断を妨げる勧誘:{/J.:z，は、f!:体的事情によっては社会通念卜

許存された限度を超えて違法となり不法行為を構成するとする。

また、普iJ芯態様が、円山かつ同主的判断を妨げるものであったか台かを判断

するにあたり、 a)株何11寄目。〉具体的根拠を挙げたこと(住友情託均三2，1、25))

株の大菅買付をわう)、 bJ株価騰貴、ヰ'Itキ件について、柿めて具体的に述べ

たこと (5900円まで値|がりする)、 cJ株{耐勝目。〕具体的根拠として提供さ

れた情報が後になって確沼、できない不確かなものであることの 3つを挙げてい

る。

[14)大阪地判平成6年12月20日判時1548号108頁肯定・確定

[事案]

1277l 北法61U . 2(4) 264 
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本山Ui-f~ ~土、外貨建亡ワラン)<F，7.引において Y fー券会計従業民の為 L1" é~il 、j 勧

誘は、副明義持法反、 J;よび「専門家刀、勺いているし、 Y ベレ タ カLっか

りしい、るのじ、婦やか:Jξ?二とは公いだろうこ笥遣いとE1 に Yマ U一仁王るい

Jの附疋[";()1'IJ断のfit1品、さらに占汗仕原則違反があ i人以|害 lj誌台，てぷl車

Fる〉本1'1散:引J:l'i ~土

当する l と L た戸過失相fx~'二為されていな t '" 

i考察]

Id じく外貨建てフラント引01が河辺となヮf二 :cc: :1~] !卜H長l、説明良

務違以、担合件以刑違!λなルの也の貰↑玉光生根J也エ併せて、断定!日刊析乃，'EI!、

jJ'認め lコれている 特に、(J2] こ本付~;::、 当とイ本とし亡ニ羊法 j、「全体的に涜法

件か強ノ」など、*~; {r-t l~ I*:i-i._た v とや明司、していゐ

[15)高知地判平成7年2月2日半Ila寺1558号117頁舗嘗:;E'確定

{事君臨]

Xiよ、 l占5:ll't:'L~問株たる -:1;;'株式の1ì)3誌において、 Y証券J2社従業員i にニる、

説明瓦務注民、適合fムl民間追J又、断定的判訴の提供;ーよ ω注t 勧認があ、た l♂

して、不法行為に恭っく t~官焔{t;t~主交を為したら判lJ i+!:は、 Xの社会経験にf~- う

理解力十資力等7)，旬、説I院記長y:，=注反および雨E:i'[三，IJ;:J刀法IRをEI乏したが、島行ζ

1:1':;1'1] :tlf(7) ~X伐については、 3てのように述べて方法行為の成，'， !，-認めたや

Y社従業Fl之、 f品株の日ii制7芯をするに陪'，'、技研型刊!針じっ株式が肩頭公

開と|汗I~手じ; }j'1000F元ら I万snn0円ま、情上がりした必を刊iに1.1;L、一溺株

に~.、ても、 r-2山万 1'1かんうまくづれば;)00万 1'1 ほど怖かる官能性がある二

!: "ト、 7寸 :~~rIJJ" :' 二行!月した!:j需泌され」、かかる l:止は宮川;'1::的~"~-.1、 i高抹:土最

低でも 2(j(j万!日立他 1 がりするかのような見ちを不 r~ l'制1)~~)]iJ;~土、 X の

自由かワヨ士自行iJ訴を妨げたものというべきぜあるから、j!~::*会HO)'，j 実)8，当

(í'O';耐えれ為として芦?えれる~;，~ ~-丈，t>吉iとえた述;ムなものである"三乏し、 XII

らの判断で売却を凡J主りて照夫を拡大させたこ!:.， :::j;$抹の「落はハブル排1}-1~

れ後退拡による 股i可 /j 村ゴ，~-;，-誌の iAと考えらZしることなどから、約百誌の

jjA~夫沿殺を行った

{考察]

木ヱ:1;えf止 eI引と阿アボに、医容の自由かつ自 +j'Jァl断を妨げf 日 hう束中2、

社::i百合上c ，己れ必司、夜をおえなか台かの恭平を荘iみ台わ t{'た判 t~~枠組みを採

~Lì:j、 ('::1 U . ~b2) 2G3 127[，1 
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[16)大阪地平1)平成7年2月23自明I)a寺1548号114頁肯定・控訴

{事案]

白1)1'_';'':，ノ

本判決l土、外貨!lt-(rJヲント耳切:1おいて、ゾ己券会社従業fでの目付討議lこ、

迫骨'u日U-Hj主反、説明手元日?違f文、出f疋日リ判蛍fク)七11イ長があ勺たとして沢法行為(二

基づく損害陪信吉干名付認めた j

ワラ〆卜(土、 岐j':H."株式取引じ述べてハイ"スク・川l'1)ター/な沼:dLて

情が刊寸m を 200巧 tl_1 も-~って v る ι と :X:~ 1l30円 U)株を 13，'13円で買う権

利か新人.;二)、権利 ld主日月間が~;;:(，-2三王将巡しておりHィ:J-'日月間が灼明ごあっ

介二止などの回旬、ノ〕間i{;を合してt"ど 判決Jよ、かかる本件四千イの刊;むを重く

兄て、治古川十原則1与)ノ日説明義扮;県l入があ j;:二 Y し、読し\~、「必ずら古けさせる I

H~~まさ立なし ιo _~との 7事??の!日 rが断定[巾判断のも手 fl与にあたるとしたυ そ〆亡、

かかる ~)J議行為;土、ヤ体1'1(;\二走法相が強く、 Ri'~~ミ7ω条の不託行為:二ぷさする

としたハな心、;，，'kHmはなしハ

i考察]

[J1J e12; 114) と円慌に、説明tA'秀湾民、;度合性i立:1:]違反など他の責fCC恨

犯と共に、|祈定的吋:析のも，tft:が認められたけ.i.-~__L(I.i判外から、ワヲント取引に

おいては、取引の仕組みのぬ綜さ、 'iスクの口さなkかん、説明義務l主I:，z-";-";邑

合 fL;京則違反が寸てl広な手布、となることが多〈、断定評，'(':]析のも，li:W~ ~土、そ 7.'--t!. (，; 

C'~'il:切に主任が認めら，人毛というぷ;') i止、んたu性えよ :'J~主める補強的役割ぴ Jよ

置心行めていることが主主われる。なお、[lIJとい]-J主i'IJ-r:iに土ゐ判決である c

[17)富山地判平成7年3月15日セレウト 2巻40頁肯定・控訴

{事案]

X は、川崎製鉄杭の株式取引にお~， ，て、 Y吉券会社ぢl業員0;断定:'J'J十 d断の提

供による達l大Yijjil若があったルして不l大汁九 h 某づく棋再Hi"，償請求を三うした Y 

任従業員J土、 l東，<j-(;71ウ r タ」ブ口:'という前向を資料として、東原汚

年仁-t.地チ仰、有1ている1KJ止の快式的伯 が iノ(})苅引が〆ιさいごと、おぶぴ、

川崎製j止をはじめ，t-1__ /:_太子Sl:'洞会ス十が業績の転換lii]::あるこ介等、川崎32却、

の株1白刀、上昇「ど ζ考える根拠を示して刊誌したl その際、 '10よがりするか

f2'i9 LiJ:Gl :j ':2(2) 202 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

ら花j:ji~!ri'iか rf，、践をき寸ーないー、 1 ;ìJ~市抹は笹:がり経宍で、(青にでも iヨ:

がりすゐ、 J との交百がおされたこ亡がitめられている 3

判i又は、これを1やまえ亡、 Y社1/1業員は DμこJI崎製鉄の制怖がし}fする「

減心持ってしたと Lても、株慌の佐官ぎかられ校怖の;昇がiilf突であるとまでは

附言むきないにもかかわりす、その旨のiu:''iL均十宅院をXiこ告げ、 XをEZLfuさ什

たものであるから、 ι行為;二違法℃あって、 Xi.~J;J する不法行為を?体成 4 る

としたυ ただし、支も f行引の調子計 '~i討を?ることおなく安易に野山~I0$1;断を

1言じたとして 5郊の逝11相殺を行コた

(18)奈良識判平成7年 7月7日セレ?ト 3巻145頁 肯定宅捜訴( 部原料

決変吏、一部棄却)

{事案]

X ~J.、外貨立てリラ〆ト取ヲ:(おし円一、 日月義務違JぇSJ~びI:i(-'w. 均平一断の iH:

1具による違μ、行為がよ')'Jたとし守、債務司、夜行なv、しイ、i1、行為に主づくJ員害賠

償請求手為しと d

平iJi';~ は、 i4，1't.勧読し工、電話:.，:よるもので、取j3:説明告の4日:の交十lもなく、
ワヲ〆卜の仕組Aの設立仕れやその危険刊についての具体的な以明を欠主、 Xが

これらさ〉理解〕たとは苓去ることが C"~;ない卜、 :J~はさせない、 か月ほど

{-:'rっ f もら去(主、最 ~l~ :3 U(-I Tj円 l土日行けさせ。 との趣旨の断定的i';J肘イト長f亡し

?ものであって、社会的相当性を著Lく欠主、 X:.対f~Z) 不 t 人 J'/:j を的成「ヰー

としたυ

なお。 於訴審 u、阪 t'JtiJ:qz成日年日月 4 日でレケ~ 4 

「手心全て棄却し、かえって民法相手よ出Eした。

[19)大阪地判平成7年 2月B日セレウト 3巻43頁肯定

{事案]

包>. '(0)投

X l止、 I:R，fC63イ['-1OH2l [] ?J"ら同九 月25[}に首斗?と、信用耳4ぅ|によい 子ア

ス科二円買{寸〉允付を絞リ返し、 ifiJ t;:: l ワ月つ円にい、たん手仕粋 vミ〕、約9~~() 7j

2守山机訴をあげた l治 取引、lっ現C3 C;こFIび阿株式(/)軒用取引を開始〆、

3叶からバ叶までの刊に合引 1万"以)株(})"託i寸5:'1了 Jた l本刊収ヲ1) I，J)) 111 

:]ころ、X.(土、 iま併合Nび附円HIの舟{直がつい亡いるの¥.:ざき、売却を話不L

プ二刀、、 Y証券会社従来員は 13ωり判まで上かけますc 絶対人~丈ですc と答

~Lì:j、 (.::lU'~bl)2G 12ω| 



白1)1'，';'':，ノ

えて、必主:1を》片めf し1.1礼、味i同l立、同月フ:1 ;::'21川円の品目f宣を記録L

Iーのを最後にト治し、本fl取引の決守思H:lj{近ついてきた:--.iJ見出午G弓以、 X

:王、 Y;証券会十↑紅葉見かふ勧めりれるままに、持i何(T;.j寺ち1宜しを1tl待し亡、 :-:'000

株ふ Jjjリ (Jt.~:7別7jT';~(J rJ) L、残!') 1 方1(附)t* ，:.~- --:-)して左tl~7 (1 :~X:)万7二"'

を支払 たへ Xは 1'1'i'l!Z'J:は勾断ッ'l:円 c-忌ることおよびY社従業RJこ上

る売到桁木造反を 1百求JH山として訂古む"償 1百求を為した九

判況は、ノト件~;う以前UJ第ー取引企庁長うた 一迫，})本件Fi引 (l):~~{，~え L つい

て判断し、 廷の本件引ヮ|はー勺時，~(.干よるものであ ~j /:~ ~し七が、 でのこ」

がらIt::~に取引が定、法上年3えととされるもの「はなミとし た J しかし、公ι慣習

Uピリ'l:'9号 8:r~2 .l長にふり、 ì'l 育銘柄に;Jn犯された株iグ〉需用状づ i勧誘目指が

為~~れて しる仁もかかわらず、 Y之ι 従業員はメミl斗二子アス株がjj 月 24 円~_- {~f ，~ 

jigド?に行支さ i~/.、ことを X にセ !.Y'r' に勧誘をおしてい F こと、お玉び、「抑川

斗まご上がります}泊先~.A:入 Lrすっ，の判定的判断を品 {i~ し亡f!J誌をぬめ、

勝人役は完全:1をとどめたよと刀旬、I平件取づは♀仏とし ι港υ、Jであると Lたー

なお、イド打取引の鉛央から第一以引の刊誌を相殺、たもの千本1HW;てとし、 3

h ノ句一、 Y計従業II(，:コ〕ごいtcXの取引能l込にもP，-¥1題があるシ L 4 割の返9-~

相殺をf了った

{考察]

本/4:とえi)[U)みの~Ë法f::{(同地こ1るのではなく、あ とえづい含めた取口l宇体

Ic L'n，;ィ)，tfおよ (/'1員持を持 rHしていふ点に特己があるい韮υ、引を判:IH'ふi

あたっては、 M 意銘柄F疋門松の活用品〈引を幼語以公11慣性''!:i司引退反であるこ

と お.J:び、町完的判断的提1)、に，1:;') '~ilE:~許取乃以下)来 1 .~i4 1 i J-iJ:Uえであること

刀l明示的に主市きれているが、 f下肋=取リであることがどのような意味ふ廿

〕て1，，r干のかにうし 3てはιかではないL な泊、担d決当向的正取J、では 任証言ノL

~;(引の ~f;~Uま明文化さ;f: C;."丈刀、、本刊収づグ)為され丈 iiFl干[153'"ァ当与は明文化

三;fi~ Cいなかった J

ょころで、判{たは、断定的判断。)ttイ1さによぺて 速の上:，~Iが行われt:(，述d

日本什に片いては、 xO)~主張 I: ;:t ll古求原~iJ{j己載されているだけであり、Iie8i

完l1であることを想起とし ιヲ:J，.z.!X契約のj1;，ノ寸会市 L，¥r，、るものじあるのが、

あゐいは、完tpH=PJ、遠反である:とやJ!i!lllとLてj町八ば注法訂正』を理1+と!て

小iH二九にき5'，-}(日':;~mH~-\請求を ljj' ものとあるのか芳、 +0Hが定かではない

12品i LiJ:Gl :j ':2OO) 20つ



断定的判附の提供法埋についと(1 J 

ているが、判決の認定した '3000刊までトがりますι 絶対大丈夫です。」との

言昨は、売却をととめる際に為されたものであって、本1'1取引の契約締結のた

めの勧誘ではなく、ましてや市 取引における口付勧誘において為されたもの

ではない戸よって、本itif辞による断定的刊断。〉抗供によって一連の収ヲ|全体

の違法院を導くのは不適切ごはなかったかと囚われる j

(20)名古屋地判平成7年9月12目セレヲト 3巻180頁:肯定

[事案l

Xらえ安(以下、A:を X，、安を X2とよるJは、外貨建てワラント取引に

おいて、 Y副長会社従業員Aによる、説明表務違反、断定的判断のもt供、適fT

ttJ9，、則違!えによる違法な仰」誘が為されたとして、不iHJ為に某っく紺害賠償請

求を為したー

判決は、 i主合件原則違jえは行疋Lたが、次のように、まず恥明義務違!えを認

め、その説明':A務違反を丞慌に断定的判断の提供を認めて小法行為を骨いたレ

まず、 Aの為した恥明につき、 13分以内の短時|日lに11まi)、内存も権利行使

期間があることについとは説明したものの、危険性につい亡は何ら具体的指摘

をしていないなど、初めてワラント取引を行う X;::にM-，る以明としては不十
分むあり、 'Xらに自己背任を負わせるにはその前提条件が整っていない」と

した 続いて、断定的判附の杭供について、まず、 Aが本件ワラ〆トを納めた

のは、 X，名義の口同を子すめて専ら取引をれっていたXzが、本件ワラント取引

より以剛にXょに秘汗:で為した1000万円で買い付けた投資信託の伯 fがりによ

る約240万川の詐価損を取り戻したい:E:IμIで、 Aに対L、「なにか損を取1)J更す

のにいい商品はないか」と尋ねていたことから、 lワラ/トであれば株の数倍

の仙動きを「ることから損失を取り戻 fのにはlい冶方i1、である」として推奨し

たのであり、 日必ず収 i)J;ICせる 1 との断定的判断を提供したものとまでった

とは直ちには忍め』推し勺とした口しかし、ワラントが株価の動きに辿勤して数

倍円借動きをするという趣骨の I-.pci]明は、投資信託の損失を取り戻したいと

の一心であったX2においごは、「本件ワラントが通ι市の株取引に比べて数11'¥の

利益を時保できる商品であると理解し、損失を容劫に取り戻せると軒目「したこ

とは明らか」であ f)、'AはX2の布認識を7平易に知ることができたの Cあるか

ら」、 AがトE己の通 'Jワラントの危険性について説明を為していなかった状況

においては、 X2が「有利な側向のみを信じて取引に人ることを放置し、ひい

北it61(l'259)259 r2821 
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ては附定的判断を従洪し?の J 同じ十八 i;c を作れ仏q-結果いな L こ k はてJ~でさ

ない j こしたじそして、長後;こ、これら LiL羽義移i主反と何~三的判 Ildι供を IJC'上

亡、本件勧誘;z I取引の結果を白己責{干におむ 負担すべきとする前崎の説

明が尽くされておらず、その止め、附定がjに右ねな判附材料のみヲトも，tt1*され介

の少~宇しい状似のもしで、安易に1'J' われたものであり、

1しる範刊を逸脱した違法会行為 l勺あり、これがA(i) : ~i;;まλはJ吾失による

ものてあるから、ヌて;よれ為がf;(lすするとしたL

つ

fょ丈:ぃ、 X;:(.，~おいても、安易~:主 i失を取り同せると科1言し、さら l\λ か

らイ(:e;ワラン人のK上がり吋:ニゾ，:J:il，るよう初Jめられどにも関わら F投資信託

O)j~矢 j]'-2/13JJ 円(/)図像 iこはまだ号、らな v、として売却を lfi約するなどの落九疫

があり、 X1仁おv、ても、 XsJ積柿I'I-"J1誌怖を怠ったfかち)主があるとし と、ごれ

らを者携しり刻。)過失相 P:を弘!~ /' 

[考察]

二れまで、断JlドJ手j断の挺1Jtと説l町:j主務選'Aとをl向方認める引IJi文は存ィ't:~た

が、その;背広、については特に言及 ι れることのなかった'Íコ、ぷ~q月が十分に古与

札ていない状況では、三首立がilíi定性を帯びI ものではなくても、 :;;fl0g~ にこ ー仁

lL必ず儲かるとの祈豆町j'lj怖が刀之されたものと iriJ称。〉状山が竹n'lされて、る
とし L 、日~~111-i ~i:待広反立c r.;~t1:，こ、i:;i'J~;'r'は邸宅的判出l の廷供を白;.~し軒いすγキ;

においても、|ゲ定約百断。〉長吹がおミれたのとあたカも Irrj味であゐとしと責任

を:).uしけ手口は阻味深し'.

[21)大分地判平成8年1月初日セレウト 5巻22頁官定・控訴

{事案]

Xは、株のf二肘耳，ry:I.;J弘、…亡、 Y~正券会社(i) ÎiY::'長日 A /J' ~:-)、 l北京公 1J電鉄株

にコ， ，、勧誘さ ~LR1i}入した均、その段、暴lJ トi1いよる 121株式の大主;1買付、お」

び 土~"吉 ~!~)Jt叶に対〕〆、 y~1F '0'~ ，;::?:{::l: Ci)系万IJ:f?tが多告白の品目資者九 1/-Cいる Lこと

泊;f;!~間以道汽才しににめに売却を要求~/1.:ところ、「暴 !Jfnが口い汗めl.'十本を会

社1'[;がi:，-rJ司、、言ささ1;;ければノシらないから、 M&i¥にからむ銘柄としてこZしか

ら株{杓は必ず I イ L ま寸。ーなどと断定恥判断を抗告、してラ主主J~~L をt0i ;"，è させ

られた ζヱ張 JたJ なオ二、イ，1':では、 f下関良絞株1，-ついてのいわゆる k孟拡犯

既存行為の違μ、性も?ドわ札てし、るが宇;泊では投わないu

判決;二、 a )主1f問手ILlはり為されたfをの本1'11本式の1'0';)きにつ v ては、「証券

12品3 LiJ:Gl :j ':2:)8) 2.~S 



断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

業界におい亡いわゆる強気と弱気の情報(将来子測)が存也してお;)、いずオし

の情報もあながち根拠のないものとは断定できない」こと、 b)Aは、このう

ち強気の情報に荒づく見解を伝えたものであって、「同客を編したり、もっぱ

らYU)利益を|χ|る等の目的で行ったものであるとは解されなし、」こと、 c) X 

は、本件当Rc，¥まごにイロ用取引を作めて県富な投資経験があり、「他の情報も参

与にした上で、本件株式を直ちに売却寸べきか、保有し続けるかを選択できる

知識、経験を有していたと解きれ」ることなどを併せて考慮 Fると、「株価が

防費するとの三主観的エ在意的な断定的判断をAがXに提供してXが本it株式を売

却するのを|祈念させたことが違法であるとのXのヱ張は採肘むきなし勺とした

なお、 Xが控訴したが、控訴審休日同l同判平成 9tド1H 27日刊タ955号18C頁)

は、服審の判断を維持した{

(22)大阪地判平成B年3月25日判空926号213頁・肯定・控訴

[事案]

Xは、外貨建てワラント取引におし通て、 Y証券会社従業員は、 Cuj自合1'1原則

違反Jノl説明式務違反河断定的判断提供による違11、な勧誘があったとして、ィ、i1、

行為に基っくtU主主賠償請求を為したっ

Y朴従業員の具体的な勧誘態様として、本件取引に先すち、大if海トの外貨

i主てワラントをワラントと広げずに、 lおもしろいやつがあります F これは必

ず儲かるから任Lておいてくださいサ」、「絶対儲かりますじ」などと言。て勧め

て目)-51上の儲けを山した上で、本件ワラン l取引について、 l東芝セラミック

スを rl-:)てくださし九絶対儲かりま!仁大正海トで儲けて戴いたように、儲け

てください。」と東芝セラミックスの外貨建てワラントの購入を勧誘し、続いて、

長谷工ワラントについと「年内にカタがつくから、長谷工ワラントを買ってく

ださい。東芝セラミソクスと同じようなものです。 1、2週間で，fiJが出るよう

にカタをつけまよから、信刑してくださいっ」などと百って、購入を{r!J誘Lた

ことが認められているコ

判決は、ワラントがハイリスクを伴う商品であることに涼みると、ァう、かる商

品の投資勧誘を為す言|券会社従業員には、 (0r投資者にif確なtW'Yfiを提供L、

投資ii'のE向、知識、経験、資力に掛合した投資がされるように配慮すべき義

務がある」とともに、③外貨建てワラント等の取引の仕組みなと「十分な説明

をよる義務があるものと僻ずるのが桐当」であり、③「断定的なtiJ問Jを祝'1ftL 

北it61(l'257)257 r2841 
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たり、虚偽の去示をするなどの方i1、を用いて、投資者を勧誘することが計きれ

ないことは言うまでもない」との ~.Q:説不を為した上で、本刊のXは、心ワラ

ント取引の経験もなく、レ人J省、仕組みについての知識もなかったにもかかわら

ず、必Y社従業員は詳しい説明をせず、しかも、必上記のように述べて幼訴し

たのであり、「本件ワラント勧誘1J:{告は違法ごあるといわなければならなし勺

とした。ただし、 Xにおいても、ワラントの牡納みについて加ろうともせず、

Y社従業貝の言葉を鵜香みにして安易に取引をLたとして、 3割の過失相殺を

為した。

[考察]

判決の 般説示部分は、それぞれ、江)適介性原則 2)説明義務去)断定的判断の

提供について述べたものであり、断定的判附の提供の民事責任の法的基礎付け

については何ら述べられておらず日新しさはないが、具体的な勧誘六百?として

どのようなものが断定的判断の提供と忍めhれるかについて参考となる判決と

してJ采り hげたc

(23)大阪高判平成8年11月6日セレクト 5巻70頁肯定

[事案]

Xは、日本農薬株のい用取引において、⑦適合性原則違反12断定的判断の提

供:}j)あおり行為Cü注意銘柄J日疋の不十~--);U (公辻慣lJ1規則!日号S条 2J良)⑦ー銘

柄It中の大量販ソヒiJ為(同境目lj9口8条 1Jll)⑥利性保証⑦一任勘定取引¥18

証取法50条 l項3号)芯作為的相場形成 (In証取法50条1項 G号)の違法勧誘

が為されたことを珂州とした不U、行為に草づく損害賠償請求を為Lたじ 他方、

Y吉区森公社l土、清併合の支払し、を求める反訴を提起した。

者(ノ、阪地判半成行年9月29日セレクト 5巻92頁)は、 Xの詰求を全て業

却し、かえってYの反訴請求を認めた。これに対し、本半11 次は、 (1)阜8.:~vo)キ振

を併せて枚l討し、)，1告次のように述べて不法1J為を肯疋したり

副券収づ|において妥当する自己資仔原則と投資者保護のための副取法の関係

法規および11王規則竿についての規定を参回した後、それら規則に違背したか

らといって、ただちに顧客に対する1G務違反として私法|も違法とされるわけ

ではないが、これら規制の趣旨に照らして、証券会社は、顧存が投資の「危険

性につい亡適ifに判断を下すに足る情報を提供すべき注意託務」を負うのであ

り、布義務に違反して証券取引を灯J誘し、その粘来、顧存が不出1)0)組予てを被っ

12801 北法61U . 256) 2:)6 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

?場合におし=て、む勧誘 取引行為が「月-J()かにJょが、秋:]̂ -を遺脱Lてい斗助合

には、私法上もi主法となけ不法1:;1)主任を員う J との 段以示をえ1，べたc

そし亡、 J)X は 11 巳取引をわうために必要な知議経験が不足 ì，~ -cいたこと、

h ') 1必ず川(1(1門科肢にまで際貿するー J下二ぷ LilI hT丈、こ J、 c) i士会u事tpj"f-T
12を受けた宇土;を告げなかっ丈ニニ d) 勧涜にあたり、1::1-，1三農薬殺がえ~}の

什千件騒動におけると ni般の暴1軌二:豆る可能巳を子泌させるに足りる再開的資

料を守じて v なかてJ たこと奇考慮寸ると、 l本件勧l;7P;よ， ，正取U;bO条 1J瓦1ij-

r違反して防，~tドj汁 Ik を jt 供 L 、かつ封切J9 f;父条l耳t(-.?違反して時正銘柄の

ij土朱"コ(，jl佐交を1，ったばかりでなく、 般投資家の投手?の域及~FX らの投資

椋ノjをいず1ftもぷえた信用取引にXらをづi詐込んだものごあり、その芳昧にお

いて、迎合J片山県剤仁も)えしたものとい行べ主であって、苦L<相会円相当作

を欠き、 i何らカに弘法T:tJ子を逸脱しどもの t77わ~るを得な Lη ん、 Y には訓

1手刀成 i)する J とした}ただし、

り、 X，っ土張の/人法-i-J-1t主

日割 5うj"1})過与え叫殺を1γった。

{考察]

適台三七 I~{l1U;品以、折7三山主Ijiliiの油供、 会名術史 l'の穴蓋販売行為の日つを井

上て 'j リ析しているので、附定的γ州「の打点J~1!;t~! μ 俸のJ立法十lJJ疋(/j枠組みは1'1j

然としない。 L7) しながら、;~っか学げられている具体内主強要三五円叶、 。j
シ000円L'tr主にまで清貴サ之といへ宇部Ijを貯定的にも，tfたしたこ ζ と、 G:その伝

情跨告の叫 ~S性を f測さ、ト品三五主目的資科を有して、、なかっ汗こ):/:の考5重要素

がどのようそ関係!こ品 J 得るかは興味深し i すなわち、本作 iおし， ，、は \ì~0ì;B<j

にラIJ4きされているにとどまるが、むく{二客観的資料があれ 得たとし ζ、そして

その読料からの予測が悼平人において年理的であ.1:>と へら、和二定的判所。)

j~ 1J、L1.)(土免主さ h1手るか""，培、 ζ いう問E豆が竺と作品培、 h である(

[24J千葉地判平成君主ド3月26臼セレヴト西巻37貰調肯定

{事案i

Xが、 f記;JI]17:グ】株式首2付委託 bこついて、 Y~三券会社従来員による析定的判

出1 山 t~_~~l: に 4 る j芹法勧誘を坪白こ仁た不法行為 i..: C%づく羽?ぞ賠情請求を為〆た

と二ろ、公判決l土、次のよう， '止(刊された清和，.'.(})件費を';1'相 U:J でl士、jl:l

立下 旬'U、， 1の番号を用いゐハ)、これに勧誘時の文己を併せて考えることに

より、 l相「主的判Ije干の提供心存併を刊|析した 1

~Lì:j、 ('::1U . ~S5) 2.):] 12801 
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1，凶1'11::'去、>t-~11うる計宍 :2::.:-十方、九 '"ι むとの惇恨を得工

/刈"ごい u什下川 liji~ 'E，P~ " i 

:J吋投作所 ';:]::j， いる什Tlt ，引，~[j ;ソプ勺 4 

¥1 ';' " i;'i.~' i 才ソ L~\ 絡みの仁k-，:')，らち勺会;， 1 寄{才少 (L':，勺 害[::コ丈ら

えlを買 J之、与 |たつと f:~，十三せと

新三¥;主「

コτ
也

~ 号、

れの口市効 Jこ関するものじミ，心/ず!)'，~九人 ι子株-0:.:こ問するもの(必;}l_))、1Hrr七

百防官・ 1+，鉄民営化・東電あるいほJ\~~:*i述(，三、又ら)、公募制て fぐら;))と;二

分領するこエができる円する}そして、このうち、部市再:-ff:発ち問述

や公募株イ[~ C~(iノ)について i之、 l 当時 般的;こ， iわれてし ιたもので特に布勧誘

においと 11主1しいものではなく」、「その情報のほ官、を受けたXにおいとも当詩

情恨の株式何倍への~-;:警につき狛奇的m子が可詑ーなものであるが、怖心、証

券会社寺内i:1出動(ゆ および仕手株'1と(③引は、「也!がりに区

桔寸る特 ~I; な情仕 で、かつ、 I直ι;こ対処しをいと飛り J主れるJI であると
v、う。そじて、これら廷供情報の作質と、引去の百主と奇考オ併せるこ、

~コしーでは「花慌にf持から X が{甫，:~lf : 11昨:支の科!立を法自に

た から、断定的判析を+:I'fJ三した刊日去とまでは言え企いが、
づい亡{立、 l抜供f百';'fiがX到;自で判断する会jllJsJ少な v叶ヰ号Iの情fH であ '1、

きのと、必前>(宰省出。の I~J j:Ëしコではないかとピ、わわる)命。関しては、 l 利

主主経古;を約京するかのニうな;市」もして勧おL止のであるから、断定的判断の

右下官、による判誌があったと言えるこした そして、かような断定的可利払守、;ニ

士ず本?におv、て('11上が i]円相拠として抗利子された情報は、長二学三、1'U ;;去[土、

LiJ:Gl :j ':2S--t) 2.~4 12品7



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

上ノ』勧誘に応じ/-' xの日十出jで宵叶な判析をl'当 Ll:二〆は市']":;かであL-

から「万二法行おとなる J とした口

ただ 1 、 X にお l 、亡も、公 11 必 1又引情報とはしえノ与し，.~}.;による首づl二ょっ 1可断。〉

も工1長やさぞけて、安易にこれに応にて取り|したもので日めるこにで、

殺をれ っ九

{考察]

N ~刊の過 -pミ布

二れ主での判 iえにおL ても、住 r 't.心的判断的 i是供があるかIか、あるし;土、~

戸支断'r~Ë~判断σ)-):::: 供i'rto泊不法行為責げをよ与くはよγ)違法目とや右ずるものであ

之が行かのごド1;1析を ?1"1 にみたっ亡、 I....-r，t j 陀に主~ c.; iしじいな vミ ような「待日i

ご内部古同j とあるか存かに着口ヲるらのは開， c，オL'C~ いた:)J )っ本判況は、

そii_ら l一般的;知らタて'，'な¥'J、'1寺矧lな戸J;:il)情詞むかなぜ責任争fi>三4る

hr可::f官くの治、そ乃lぬ虚構造を初めて切らかに νλ、 すなわち、 般的に'J~ì.!

られていない~';j: J; 1j ~~仏j部情報~J.、ljf:ft科がその情報が告、*-c-あるかを記:主:;者有
寸る:とがいl離であり、そしてナれ故に、提供情報を前提としたと主に州倍l惜

止も lくは「誌にいかなる22筈ヂノ位lますヵにう1ミての判断も凶維とする この

長イ主伝説のでし己おかぴ制限形成への影響につき回答が主主自にi再三罰L亡判断 T

る余地古川iJ(られる lセし、ょ pvi)そ、も(エペコU己丘「工を河い立ないとしεう't:内が

あるのであり、担(こ 2をは、同容の卜E己トIJlJiグ){;投会をぞl¥ あるし aは、制限す

るといへ六にこそ、;，~法性がTTl 〆ていむのである l

ま九、/ベ判決し士、かか4J提供吉報の↑tr:'f(1，..、発トられ?三古干〉をf干すご考え

ると， ，う j~;台を明示的 I:tì'った υ そこには、出「だfl'JI'W:じり提供 l よるをサ誘の l 不

当性J とは、 l明IJx_i !，.jqr(めて強い Ci~:，1 ご A した、門外的な ';j~~ r.がり信者、Lた当こ

の提供Jjjたにおける主うな1fJ;誘活r走 行為法悼/J'iド付，れる(，11 市i と、柏存に /f~

できもい、入手できないようも内市情報ない.]Iiノ己的評!正めた延として提供され

る情恨の性どを同県と1る'W'O]との りの測位を)Jしていることがノj、さ;f:てい

1. 
νI  

(25)東京高判平成9年5月22日平Ijs寺1607号55頁盟肯定・上告

{事案]

Y，証券公判との取引で既仁l()億|サル起えふJH宍を山 lていたx;之、子11当首
「あゐYn に士JL、合干11な粍半止の提供ャ指先制頃'iLぶめるなどしといた lころ、

y ~~じっ上 μJ にあ r: る冶務了4締役近殺到回ヰ首九、 Aり訪問を受l了、 A J二側められ

~Lì:j、 ('::1 U . ~S2) 2.)3 128t¥1 



石IザEノー1

た外同株の取引においと約lIiOO万円の刑l持を得た。そのおよそT年後、 Xは、

Y'lから、 'Xさん、ラッヰーですよれやっとよし叶青来日がきました 3 これはAも

よく知っていて、 Xさんに絶対勧めて欲しいと戸ってきました。実はこれは内

部情限なんですよ。ですから絶対に人にはoわないでくださいっ」、 IXさん、
何頭株で日本合同ブアイザンスというのがあるでしょ j これはXさんも知って

いると盟、うけど、 y1 0)完全なチ公社なんで寸よ。今はこの株価は 2万円くら

いですが、いJ1';-15では確d丈lこ6万川になるとみていますサどんなに恋くても Fぐ

に4万円になるのは伴実ですっこれを思い切って頁いましょう。」等とiIlげられ、

円本合|司ブ 7イ7ンス株式の情人をねJめられた。 Xは、合計2万9000株を購入

し、子数字lを含めて本件取引について行計61.ti3057)J円余の同梢をしたが、本

件株式の価格は値上がりせ「、 Xは、本件株式が確実に値上がりする旨の点偽

情'Hiないし断定的↑百十院による y20)違法勧誘により照会を被ったとして、不法

lJ為に某っくfH害町H世話>1<:を為したり

審(以京地判平成8年7片2E日半iJ時1607号59頁)は、 iyzのした勧誘は値

上がりの見込みを強調するものではあるが、根拠については具体的な事実を述

べず、抽象的に内部情報があると告げるに止ま」ること、他方で、 Xは株式取

引の経験を有する者であり、「布のような仰J誘のみによ i)本fl株式が確実に伯

卜がりすると{ijじるとは到底考え難J <、結局のところXは「最終的にはリス

クとメリットを比較43呈した白己の判附によって本件株式を購入したと推認」

すべきであり、危険性について正しい認識を形成することを妨げる可能性が強

く社会通念上許容された限度を逸脱し不法行為を構成寸るということはできな

いとして、 Xの詰jえを全て裳却したサ

これに対し、本刊渋は、 y20)勧誘について、 a) 11本台Hファイナ〆スは

Y~証券会社グループの子会社ないし系列会社であるから、|可グループ全体に刻

し影響力を有すると#測されるYょの従業員による!品説明は「顧客にとって

は魅力のある古伐の内部情報」であること、 b)証券会祉の社員が、「特定の

~~客に対して、他に 11外しないように川止めした LJ、内部↑百械であるとして

告げた説明は、「顕併にとっては椋めて魅力的で誘惑的な仰」誘方法」であり、

株怖の情|がりの根拠等についての具体的な説明を1'1'わないものであっても、

風存にとっては、「何らかの事情により特定の省のみに明かされる株価の動向

についての秘密の情報が供されたともιじさせる」ものであることから、 Xの本

1'1 '株式取引の危険ド|についての認識を玖らせる行為」であるとしたのそして、

12891 北法61U . 252) 2:)2 



断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

かかる勧誘は、証取i1、卜の断定的判断の提供行為に該当し、カか込苅か為るυ
するとともに3述主法な侵?古主行為に当たるとして、不法行為の成jLを認めた。

ただし、 Xにおいても、巨績の損失の凶復を閃りたい 心から極的て危険性

の両い本件取引をあえて行ったこと、および、証取法上禁11されている釘失摘

填や向己のみ有利な情報の提供を求めるなど公正でない取引方J、により損害の

日侮を|叫ろうとしていたこと等に鑑みて、 5制。〉過失相殺を行った。

[考察]

具体的な伯上がり IIJMを断定的に示しているが、情よがりの根拠は具体的には

告げられていないとし寸事案においし 脊はまさにその内をとらえて、他上

がりの根拠の具体性がないことには、内部↑百十院であるとして勧誘したとしても

顧科の判断形成への違法な介入とまでは百い得ないとしたのに対し、本判決は、

a l[会社の株であるが故に魅力ある両度の内部情悦となることけ百悼の性質)、

および、 bl内部情報であると告げ C口11めする方法が、魅力[円で誘惑いヲであ

ること(勧誘方i1、)の 2点に着目して、阪客の判断を歪めるi童口、なものである

としたの内部情報であると山げて刊誘する占法においては、既に [24Jで不さ

れていたように内部情報むあるが伎にその↑百事Aのifしさを検証できないという

内で臥存の判断際会を奪う問題と、本判決の b)が不したように、硲併の情報

が特別に供されたとt;;じ込ませるという占む顧客を幻惑しやすいという問題が

あると百えるの

*紙仰の都台上、節の途中であるが本号の4祭をここで終える。次号において、

この村:討の続きを行う υ

北it61(l <~51) 251 12似)1


